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     ◎開会の宣告                      （午前１０時００分） 

◯議長（齋藤邦夫君） おはようございます。 

  定足数に達しましたので、直ちに本日の会議を開きます。  

 

◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎議案第５２号の上程、説明、質疑、採決 

◯議長（齋藤邦夫君） 日程第１、議案第５２号 ふるさと館田子倉設置条例を議題といたし

ます。 

  朗読を省略し、直ちに議案の説明を求めます。 

  総合政策課長。 

◯総合政策課長（渡部勇夫君） それでは、議案第５２号 ふるさと館田子倉設置条例につい

て説明いたします。 

  この条例につきましては、平成２６年度の予算で、この財産を取得するにあたっての予算

の議決をいただきました。それに基づきまして買収交渉を進めまして、ご理解をいただいて

契約に至ったわけでございます。その後、登記等の手続きを経て進めてまいりました。また

その後、一部改修予算についてもお認めいただきまして、現在、３月の議会では繰越の議決

もいただいております。そういったことで今後、一部改修もしていくという今までの経過で

ございます。 

またあの、少し大きな話になりますが、いわゆる過疎ということは、有形・無形の地域文

化・財産の消失ということも併せ持った、そういった危険性もはらんでいるということは議

員各位、十分ご理解をいただいておるところでございます。そういったところからこの貴重

な、只見町の場合は電源開発を抜きに語ることができない町でございます。また電源開発の

歴史にあたっては田子倉集落を抜きに語ることはできないということでございます。こうい

った田子倉集落の貴重な資料を今は故人になられました皆川弥氏の取り組み、その意思を町

が引き継いで、電源開発また田子倉集落のそういった資料をきちんと保存・展示して、後世

に伝えていく役割があるという町の立場でございます。残念ながら、皆川弥さん、お亡くな

りになりましたので、その後、奥様、ご子息様のご理解を得て、今回の設置条例の提案に至

ったということをまずもって申し述べさせていただきます。  
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第１条、目的でございます。今ほど申し上げましたが、これは田子倉集落に関する資料を

収集し、保管・展示することで、本町及び日本の社会経済の発展に貢献してきた同集落を広

く次世代に伝えるとともに、本町の自然環境及び生活文化を保護・保全しつつ、利活用する

地域づくりを支援するため、ふるさと田子倉館を設置し、その管理・運営に必要な事項を定

めることを目的とするものでございます。 

第２条といたしまして、名称でございますが、ふるさと館田子倉。位置は只見字田中１２

９９番地の１でございます。 

事業といたしましては四つほど掲げてございますが、田子倉集落に関する資料を収集し、

保管し、展示すること。それから町の自然、伝統文化及び産業に関する地域情報を発信する

こと。そして、地域内外の交流を推進すること。四つございますが、主に３点。あとはそれ

に付随するものでございます。 

以下、観覧料、遵守事項等、記載ございますが、これ一般の町の施設と同じ考え方でござ

います。 

裏面、第７条、委任ということで、このような形で別表関係の観覧料もここに記載をさせ

ていただいてございます。 

この後の関連の若干の経費も補正予算でお願いしてございますので、その前段の設置条例

の提案でございますのでよろしくお願いいたします。 

◯議長（齋藤邦夫君） 説明は終わりました。 

  上着の脱衣を許可いたします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  ２番、藤田力君。 

◯２番（藤田 力君） 近いもんで、いろいろ前から聞いておったこともありますので伺いま

す。 

  １点は、この取得した財産というのは、前、民宿をやっておられた民宿たごくら本体と、

あとは後ろの土蔵があるんですが、それまで一緒に取得されたのかどうかということと、あ

とはあの、これ、開館されてどういう管理をされるのかなと。例えば町で直営で管理される

のか。その点を伺いたいと思います。 

◯議長（齋藤邦夫君） 総合政策課長。 
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◯総合政策課長（渡部勇夫君） まず建物の件は、その母屋のほかに後ろの土蔵も含まれてお

ります。 

  それで管理につきましては町が直営でしたいというふうに考えております。まあ、言うな

れば、ブナセンターの別館。あとユネスコエコパークの推進にあたっての事務局という機能

も兼ね備えた施設管理をしていきたいと考えております。  

◯議長（齋藤邦夫君） ほかにございませんか。 

  ７番、酒井右一君。 

◯７番（酒井右一君） 取得する経過について、この町はダム発電所、電力供給基地としての

役割をアピールしたい、避けては通れないという話がありましたが、この田子倉の際に、下

流の石伏地域の経過について、何らかのその記憶に残るというような、いわゆる田子倉ダム

と石伏ないしは滝についての、そういった部分の検討はなされたかどうかお伺いいたします。 

◯議長（齋藤邦夫君） 総合政策課長。 

◯総合政策課長（渡部勇夫君） このふるさと館は議員ご承知の通り、皆川弥氏がご健在でい

らっしゃるときは、ご自分のお力で、そういった田子倉の歴史、集落、文化に対して、非常

に大切なものだと、後世に伝えたいということで個人が住宅を改修されてやっておられまし

たので、もしかすると足を運ばれたことがあるかもしれませんので、そういった資料を基本

として、今議員おっしゃった点も今後、十分検討しながら、充実して後世に繋いでいくよう

な資料展示に心がけたいというふうに考えております。  

◯議長（齋藤邦夫君） ７番、酒井右一君。 

◯７番（酒井右一君） 実はあの、私の頭の中には、やはり電源供給基地としてのその役割と、

言ってみれば搾取という言い方は非常に奴隷ということについての、連想させる言葉であり

ますが、エネルギーをほとんど、全部、他の地域に輸出してしまっている状態で、ここら辺

のアピールも兼ねてされているとすれば、当然その、只見・滝といったところの水没地帯の

犠牲についても触れなければならないので、その点をお伺いしましたが、その点、今後、具

体的には石伏と滝を絡めた田子倉のエネルギー基地という観念について、具体的に今検討さ

れると、具体的に今持っておられる考えをお持ちであればお聞かせ願いたいですが、なけれ

ばないで結構でございます。 

◯議長（齋藤邦夫君） 総合政策課長。 

◯総合政策課長（渡部勇夫君） 議員おっしゃるご質問の趣旨もわかるつもりでございますが、
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今般は皆川さんの意思、またご家族・ご遺族の意思というものを最も尊重しなければならな

いと、それを十分尊重したうえで後世の人に繋いでいくということが一番でございますので、

議員おっしゃることも受け止めまして、今後その展示等にあたりどのようなことができるか

ということ含めて、については今後検討したいと思います。  

◯議長（齋藤邦夫君） ７番、酒井右一君。 

◯７番（酒井右一君） 田子倉というのは、もうないわけで、記憶に残っている部分として形

として残っております。だから、記憶を持っている人が死んでしまえば、もう全てなくなっ

て、消滅して、あったかどうかもわからないと。そこでなんですけども、展示の中に、現存

される人の肖像が出るわけですよ。写真ないしは。可能性はあると思うんですね。それはあ

の、ブナセンターにおいてもそうですが、その肖像について、どのようにお考えかお伺いし

ます。 

◯議長（齋藤邦夫君） 総合政策課長。 

◯総合政策課長（渡部勇夫君） 今あの、そういった肖像という、肖像というの、写真の話で

すよね。そういったことも含めて、今ここで、こういった品数、これこれを展示しますとい

うことをまだお示しできる段階でありませんので、そういったのは今のご質問も踏まえて、

今後、リニューアルといいますか、改修しながら展示してまいりますので、  

          〔「（聴き取り不能）…どう考えているって聞いたんだ」と呼ぶ者あり〕 

◯総合政策課長（渡部勇夫君） 田子倉集落、基本、田子倉集落に関する資料をきちんと収集、

整理して展示したいということでありますので、そういったものに、それに関するものでご

ざいましょうから、そういったものもきちんと整理して、収集、展示していくことは必要な

検討だなと思ってます。 

◯議長（齋藤邦夫君） ほかにございませんか。 

  ４番、山岸フミ子君。 

◯４番（山岸フミ子君） 第４条のところに、町長が特に必要と認めた時は規則で定めるとこ

ろにより観覧料の全額または一部を免除することができるということですが、この必要と認

めた時というの、何を指すのかということをお聞きしたいと思います。  

  それから、次のページの、これは観覧料のところですが、高校生以上は３００円、団体は

２５０円ですけど、中学校・小学校が２００円。これ、あの、中学生・小学生・高校生まで

そこに括って２００円ということで、高校生の負担を１００円軽減できないのかなと思いま



- 157 - 

 

すが、どうでしょうか。 

◯議長（齋藤邦夫君） 総合政策課長。 

◯総合政策課長（渡部勇夫君） 第４条関係は、町長が特に必要と認めた時というのは、町長

があの、公共的であるとか、公益性とか、そういった他の施設も同様な考え方でやっており

ますので、特段、変わったものではなくて、公共性・公益性という判断に立ち、その中で判

断するという条例でここに定めたものでございます。観覧料につきましても、現在、ブナセ

ンター等もそうですが、例えば子供達が学習で入ってくるとか、ということは町長が特に必

要と認めて実質無料という取り扱いをしております。学習活動等については。ですから、ブ

ナセンターと同じような、同様な扱いをしていきたいと考えております。  

◯議長（齋藤邦夫君） よろしいですか。 

  １０番、石橋明日香君。 

◯１０番（石橋明日香君） 現時点で、これはいつ頃オープンする目途で計画されているんで

しょうか。 

◯議長（齋藤邦夫君） 総合政策課長。 

◯総合政策課長（渡部勇夫君） この後、改修作業が入りますので、年度内には改修したいと

思いますが、時期等につきましては、具体的にまあ、工事等の関係がありますので、現在、

実施設計やっておりますので、それとの関係で具体的な日時等が決まりましたら議会のほう

にお知らせしたいと思います。 

◯議長（齋藤邦夫君） よろしいですか。 

  １０番、石橋明日香君。 

◯１０番（石橋明日香君） 年度内に改修予定ということで、その後の大体のスケジュールと

して、どれぐらいの期間をかけて資料を収集して、こういう算段が整ったらこういうふうに、

オープンにこぎつけるっていうような、なんか、大体のスケジュールだけでも教えてくださ

い。 

◯議長（齋藤邦夫君） 総合政策課長。 

◯総合政策課長（渡部勇夫君） すでにあの、皆川さんが収集された資料ございます。展示さ

れていた期間もございましたので、それをブナセンターでも一部お借りして、企画展として

展示を行ったこともありますので、そういったすでに整理されていたものもありますし、あ

と未整理のものも相当ございますので、基本はもう整理されているものを展示して、そのあ
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と、そののち、資料が整理でき次第、文献的なものもございますので、逐次、展示に努めた

いと思っております。 

◯議長（齋藤邦夫君） ほかにございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） これで質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終わります。 

  採決いたします。 

  議案第５２号 ふるさと館田子倉設置条例は原案のとおり可決するにご異議ございません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第５２号は原案のとおり可決されました。 

 

 

◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎議案第５３号の上程、説明、質疑、採決 

◯議長（齋藤邦夫君） 日程第２、議案第５３号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費

用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  

  朗読を省略し、直ちに議案の説明を求めます。 

  総務課長。 

◯総務課長（新國元久君） 資料の配付を許可いただきたいと思います。 

◯議長（齋藤邦夫君） はい、許可します。 

          〔資料配付〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 総務課長。 
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◯総務課長（新國元久君） それでは、議案第５３号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及

び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。  

  ただ今、資料配付させていただきましたが、今回はこの条例の別表を改正をさせていただ

きたいものであります。内容といたしましては、選挙執行に係る投票立会人の報酬について

改定をさせていただきたいものであります。ご存じのとおり、今、選挙執行となりますと、

期日前投票という投票がございます。これにつきましては、只見町役場投票所、朝日振興セ

ンター、明和振興センターの投票所と３箇所で行っております。期日前投票の投票時間であ

りますが、只見投票所につきましては午前８時３０分から午後の８時、２０時ということで

１１時間３０分の投票時間となります。朝日・明和につきましては８時３０分から１７時と

いうことで投票時間を設けております。この中におきまして、期日前投票の只見町役場の投

票所でありますが、投票時間が非常に長いということで、投票に関しての立会をいただく方

の確保等も困難になってきている現状がございます。つきましては、この投票立会人の報酬

でありますが、半額にするという規定を設けさせていただきまして、勤務時間も半分という

ことで投票立会に関与していただく方の確保の容易性を図りたいというものであります。今

までは一日、そういった時間勤務をしていただいて９，４００円でした。今回は時間を２分

の１にする、報酬も２分の１にするということで対応させていただきたいというものであり

ます。これはあくまでも期日前投票の只見町役場の投票立会人に係るものでありまして、朝

日・明和振興センターの立会は従前同様ということであります。これやはり時間、終了時間

が３時間ほど早いということでなんとか対応いただけるという状況からのものであります。

今般は投票立会人について、そういった理由から半分の規定を設けさせていただきたいもの

であります。あとあの、別表で区分の欄、投票立会人を、投票立会人、期日前投票立会人と

しましたが、今、期日前投票もございますのでその辺を明文化させていただいたという改正

であります。こういったことを設けさせていただきますが、あくまでも只見町役場の期日前

投票所において一日間勤務いただく投票立会を排除するものではありませんで、可能性を広

げて、より容易に選挙執行の立会にご協力をいただきたいという内容であります。そのほか

に投票所においては投票管理者という職もございますが、この方につきましては投票管理者

の職務代理者もいるということでありまして、これについては従前のとおり一日勤務をいた

だく想定でお願いをしたいという内容であります。今回、改正をいただきたい内容の概要説

明をいたしました。よろしくお願いをいたします。 
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◯議長（齋藤邦夫君） これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終わります。 

  採決をいたします。 

  議案第５３号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例は原案のとおり可決するにご異議ございませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第５３号は原案のとおり可決されました。 

 

◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎議案第５４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

◯議長（齋藤邦夫君） 日程第３、議案第５４号 只見町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例を議題といたします。 

  朗読を省略し、直ちに議案の説明を求めます。 

  町民生活課長。 

◯町民生活課長（馬場博美君） それでは、議案第５４号 只見町国民健康保険税条例の一部

を改正する条例について説明を申し上げたいと思いますが、資料の配付を許可願います。  

◯議長（齋藤邦夫君） はい、許可します。 

          〔資料配付〕 
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◯議長（齋藤邦夫君） 町民生活課長。 

◯町民生活課長（馬場博美君） それでは、ご説明を申し上げます。 

          〔「議長、その前にいいですか」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） ９番、大塚純一郎君。 

◯９番（大塚純一郎君） 資料配付ですけど、いつも感じることですが、事前に資料配付して

いただくというわけにはいかないんですか。ともかく、これだけの資料配付されて、ただ読

み上げて、それで理解しろというのはなかなか無理があると思うんですが、それはできない

ことですか。 

◯議長（齋藤邦夫君） まああの、９番議員に申し上げますけれども、それは資料を配付して、

事前にいろいろと承知していただくという方法はないことはないと思いますけれども、今回

につきましてはこのような手順においてやらせていただきますので、今後、その辺のことに

ついては十分検討していきたいと思いますので、ひとつご了承をお願いしたいと思います。 

  それでは、町民生活課長、説明をお願いします。 

◯町民生活課長（馬場博美君） それでは、改めましてご説明を申し上げます。 

  概要でございますが、医療分につきましては所得割、均等割、平等割と税率を上げさせて

いただきまして、後期高齢支援金分、介護保険給付金分につきましては、昨年と同様に据え

置きとさせていただきたいという内容でございます。これに至った背景や国保の現状等につ

きまして、保健福祉課長より説明を申し上げさせていただきたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

◯議長（齋藤邦夫君） 保健福祉課長。 

◯保健福祉課長（馬場一義君） それではあの、Ａ４版の横綴じの只見町国民健康保険事業の

状況といった資料のほうをご覧をいただきたいと思います。  

  国保事業の現状等々についてまず説明をさせていただきます。この会計の今の状況であり

ますけども、上のほうに五つの枠で記載してございますが、被保険者は減少していると。そ

れに伴って国保の税収も減ってきていると。それから、その逆に軽減世帯は増えている。そ

れから被保険者の高齢化が進んでいる。それに関連しますけれども一人当たりの医療費は、

これは増えていると、そういったような状況がありまして、この会計の特徴としまして、医

療費の支出状況に応じて変動するその歳出に見合った歳入を確保する必要があるために、そ

れに見合ったその国保税の改定をしていくと、必要があると、そういったようなものでござ
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います。 

  それから２ページにまいりまして、こちらはあの、町の人口と、それから国保に加入され

ている方の推移でございまして、表の平成２７年度見込みでありますけども、世帯数は減少

しております。人口も減少しております。それと併せまして被保険者数も減少をしていると。

構成比としましても減少しているということで、全体が減少する中でさらにその国保に加入

する人も減ってきているというような状況が続いてきております。 

  それから３ページにまいりまして、こちらはあの、平成２０年度から２７年度までの被保

険者数。それから医療費の額。一人当たりの医療費をまとめたものでございます。平成２７

年度予算の部分をご覧いただきたいと思いますが、この中で被保険者数は減少してきている

というようなことでありまして、当初予算段階で国保税収入としては前年度よりも減るとい

ったような見込を立てておりました。それから医療費の合計としましては３億９，６０７万

７，０００円ということで、総額としては減少するであろうという見通しをもっております。

それからその隣の一人当たりの医療費でありますが、こちらは増額をするということで、全

体は縮小の傾向であったとしても一人当たりは伸びるであろうと、そういう傾向になってご

ざいます。 

  それから４ページにまいりまして、保険財政の安定化を目指す制度として共同事業といっ

たようなものがございまして、一つは高額療養費の共同安定化事業。こちらの状況でありま

すけども、平成２２年度から２７年度ございますけども、交付金、拠出金、その差引となっ

ておりまして、２７年度の見込としては２１０万円の拠出超過という見通しであります。そ

れからもう一つ、保険財政共同安定化事業の状況でありますけども、平成２７年度、こちら

は交付拠出差引で交付超過の見通しとなっております。これ合わせまして、その右の四角で

囲った表になりますけども、合わせますと３５０万円の交付超過といった見通しが立ってご

ざいます。 

  それから、次、５ページにまいりまして、こちらは参考にご覧をいただきたいと思います

けども、国民健康保険の朝日診療所の診療報酬の年度別状況でございます。２５年度までの

数字となっておりますけども、入院・外来、それぞれ共に、全体的には減少傾向でございま

す。国保につきましても入院・外来共に減少傾向といったようなことで、加入者の減少に伴

って総枠としては減少の傾向が続いていると、そういう状況でございます。 

続いて、６ページにまいりまして、こちらは医療療養給付費の推移をそれぞれの分類ごと
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に整理をしたグラフでございますけども、四つ項目ございますけども、ほぼ、どの項目につ

いても、ほぼ横ばいから、微減、微妙に減少をしていると、そういったような全体的な傾向

をご覧をいただければと思っております。 

  それから７ページにまいりまして、国民健康保険の給付、この会計の財政状況を安定化さ

せるために支払準備基金といったものを保有してございまして、その基金の状況の表になっ

ております。左側のほうに平成２４年から２６年度の金額がございまして、それに対して、

その３ヶ年の平均４億４，０００万円。で、３ヶ年の平均の４分の１（Ａ）という欄がござ

いますけども、この１億１，０００万何がしの金額が、これが国保事業の中で保有すべき基

金の額の基準となる額。このぐらいの基金額は保有をして備えなさいよといった金額が１億

１，０００万円という状況でございます。それに対してまして実際の基金の状況はどうなっ

ているかという部分でありますが、その下の枠の中でありますけども、２６年度に特定健診

事業分、それから財源不足分、合わせまして１，９９３万５，９４３円の取り崩しを行って

おりまして、２６年度末の保有残高。こちらが８，８２３万３０１円という状況でございま

して、保有すべき基金の目安、それに対しまして、２，１９２万円ほど少ないと、そういう

状況になってございます。それから右下の郡内の状況でございますけども、郡内でその基金

保有がどの程度あるのかという状況でございます。只見町につきましては、一番右になりま

すが、一人当たりという換算にしますと７万６，３２４円ということで、桧枝岐村さんは突

出して大きな金額になっておりますけども、それ以外の２町と比べては基金保有としては比

較的保有していると、そういう状況になってございます。 

  国保事業の現状につきましては以上のような状況でございます。  

◯議長（齋藤邦夫君） 町民生活課長。 

◯町民生活課長（馬場博美君） 今ほど、今回の国民健康保険税条例の改正をお願いするに至

った経過につきまして、保健福祉課長がご説明を申し上げました。それに基づきまして税率

等計算させていただきましたものについてご説明を申し上げます。  

  先ほどお渡しいたしました議案第５４号資料、ナンバー２をご覧いただきたいと思います。

国保税条例の主な改正についてということで、税率等の変更になりますが、まず第３条の第

１項につきましては医療給付費分の所得割になります。第４条については医療給付費分の均

等割。第４条の２の第１号については同じく平等割になります。同じく第２号については特

定世帯分。３号については特定継続世帯分ということになります。第５条につきましては後
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期高齢者支援金分の所得割。第７条につきましては介護給付金分の所得割。第２２条第１号

につきましては７割軽減世帯。同じく第２号が５割軽減世帯。第３号については２割軽減世

帯の変更内容について記載をさせていただいております。下の表につきましてですが、医療

分、支援金分、介護分の昨年度との対比を載せてございます。まず所得割についてですが、

医療分につきましては７．１パーセントということで昨年度より０．５９パーセントの増と

いうふうになっております。支援金分につきましては１パーセントということで、昨年度対

比で０．０６パーセントの減。同じく介護分ですが２．３７パーセントということで、０．

１パーセントの減というふうになってございます。均等割、平等割につきましては支援金分、

介護分とも据え置きさせていただきたいということで同額となっておりますが、医療分につ

きましてですが、均等割について２万７，２００円ということで８００円の増。平等割につ

きましては２万１，０００円ということで２，７００円の増。平等割の特定世帯分につきま

しては１万５００円ということで１，３５０円の増。平等割の特定継続世帯分については１

万５，７５０円の２，０２５円の増というふうになってございます。その下になりますが、

７割軽減世帯の均等割額の計算例としましては、均等割額の２万７，２００円かける７０パ

ーセントで１万９，０４０円。平等割については２万１，０００円かける７０パーセントの

１万４，７００円。その特定世帯分については１万４，７００円の５０パーセントの７，３

５０円。特定継続世帯分については１万４，７００円かける、４分の１でございますので、

７５パーセントで１万１，０２５円というような計算によって金額が出てきております。５

割軽減世帯と２割軽減世帯につきましても同様の計算によりましてそれぞれの税額が出てき

ておる状況でございます。 

その裏のページをご覧いただきたいと思いますが、医療プラス支援金分ということで、保

険税の按分率算出基礎表ということでお渡ししております。この中で左下の枠のところをご

覧いただきたいと思うんですけども、医療プラス支援金分ですと、応能割の所得割について

は２７年度、８．１パーセントということで前年度対比で０．５３パーセントの増となって

おります。昨年につきましては１．０８パーセントということでしたので、約半分の伸びと

はなっております。続いて、応益割の均等割については３万１，２００円ということで８０

０円の増。こちらも昨年度は４，６００円の増額でございました。で、平等割については２

万３，５００円ということで２，７００円の増。同様に昨年度は３，６００円の増額でした。

一人当たりの課税額につきましては７万５，２１６円ということで３，７５０円の増。こち
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らも昨年度は９，５４２円の増ということです。一世帯当たりの課税額につきましては１２

万６９１円。５，７３２円の増ということでございまして、こちらも昨年度は１万４，５１

１円でしたので、昨年度の伸びよりはだいぶ抑えておる状況になってございます。尚、応能

割、応益割につきましては、概ね、５割になるように国の指針がございますので、それによ

って積算させていただきまして、右側の枠の中の割合については、応能割のほうについては

４９．６２パーセント、応益割については５０．３７パーセントというような数字になって

ございます。 

その次のページにつきましては、所得割の試算例ということでご提示させていただいてお

ります。まず例の１については、一般の世帯で、農業所得世帯で専従者なしということで、

家族二人の場合の所得割が１４３万ある世帯の場合ですと、このような計算例になりまして、

今年度は１７万５，０００円というような計算になります。昨年度が１６万４，８００円で

すので１万２００円の増というふうになります。こちらも昨年度の場合ですと２万３，３０

０円ということでしたので、昨年度よりは半分の伸びというような状況です。例２のほうで

すと７割軽減世帯で、家族二人の所得がゼロというような場合ですと、所得はゼロですので

そこはゼロとなりまして、均等割につきましては二人かける３万１，２００円。それの７０

パーセントの軽減ということで１万８，７２０円の税額になります。平等割につきましても

同様で２万３，５００円の７０パーセントを軽減しまして７，０５０円で２万５，７００円

の税額というふうになります。前年度の対比ですと１，３００円の増というような状況でご

ざいます。こちらにつきましても昨年度は３，８００円の増ということでしたので、増額の

分については若干抑えてございます。例３につきましては家族二人の所得割額が５７万５，

０００円というような世帯の場合ですと、同様の計算でいきまして、均等割については軽減

が５０パーセントになりまして３万１，２００円。で、平等割も同様で１万１，７５０円と

いうことで５割軽減世帯ですと６万２，７００円の税額になります。昨年度対比で３，４０

０円。こちらも昨年度ですと８，８００円の増額でしたので約３分の１程度になってござい

ます。例４につきましては２割軽減世帯で、同様の計算でいきますと税額で１２万５，４０

０円。昨年度対比で７，２００円の増となってございます。ここにつきましても昨年度は１

万６，９００円という増額でございましたので、約５割程度の増に抑えられてございます。

それから、その下の説明のところなんですけども、５割軽減世帯のところで被保険者一人当

たり２６万ということで昨年よりも１万５，０００円ほど増額しております。同じく２割軽



- 166 - 

 

減のところにつきましても一人当たり４７万円をかけるところについては２万円を増額させ

ていただいておりますので、それぞれ５割軽減、２割軽減がかかりやすくなっているという

ような状況でございますので、低所得者の軽減措置の拡大に繋がっているものと考えてござ

います。 

以上、概要を説明させていただきましたので、よろしくお願いいたします。  

◯議長（齋藤邦夫君） それでは、これから質疑を行います。 

  ４番、山岸フミ子君。 

◯４番（山岸フミ子君） 市町村に、国からですね、市町村に、低所得者対策として支援金が

配付されたようですが、その配分というか金額、町にどれぐらいの金額が入っているのか教

えてください。 

◯議長（齋藤邦夫君） これ、どっちかな。 

  保健福祉課長。 

◯保健福祉課長（馬場一義君） すみません。時間を取りまして大変申し訳ございませんでし

た。 

  ２６年度の決算段階では１，８００万ほどでございます。それに合わせまして２７年度も

同程度の金額を見込んでいるところでございます。 

◯議長（齋藤邦夫君） ４番、山岸フミ子君。 

◯４番（山岸フミ子君） その２６年の１，８００万、同じ額が出てますが、そのお金はその

今年度の、前年度もそうですが、その配分をして、この増に、ということになるんですね。

あと基金はどれぐらい使われているのかお聞きしたいと思います。  

◯議長（齋藤邦夫君） 保健福祉課長。 

◯保健福祉課長（馬場一義君） 基金につきまして、先ほど資料のほうで説明をさせていただ

きましたけれども、保有すべき金額の目安１億１，０００万円ほどに対しまして、２６年度

末での残高は８，８００万円ほどということになっておりまして、保有目安を下回っている

状況という状況であります。それに対して予算のほうでどう組んでいるかという部分であり

ますけども、２７年度当初予算段階で、国保税率改定前でありますので、財源不足分として

２，０００万円の繰入を見込んでおりました。で、今回、補正の予算案として提案をしてお

りますけども、そちらのほうでは国保税率改定に伴いまして１，１００万円ほど繰入を減額

をするというような補正の予算を組んでいる状況でございます。  
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◯議長（齋藤邦夫君） よろしいですか。 

  ほかにありませんか。 

  ４番、山岸フミ子君。 

◯４番（山岸フミ子君） 繰入金とかありますが、私はあの、一般財源から、を導入していっ

たら、この金額の軽減できるんじゃないのかなと思いますが、私、前にも言いましたが、一

般財源から繰入したりすると、基金もそうですが、国からペナルティがくるという話をした

ことがありますが、現在どうですか。そういう通達というか、そういうことはないでしょう

か。お聞きしたいと思います。 

◯議長（齋藤邦夫君） 保健福祉課長。 

◯保健福祉課長（馬場一義君） 一般会計から国保税以外の財源を繰入できないか、そういっ

た場合どうなるのかという部分でありますけども、あくまでも法定外繰入ということであり

まして、受益者以外の方の税金を投入をするという形になりますので、これに関しては、決

して好ましくないという形になりますので、本来的ではないというふうに考えております。  

◯議長（齋藤邦夫君） ほかにありませんか。 

          〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） ３回目にします。 

          〔「いや、答えてもらってないので、国からのペナルティはどういうふう

に、通達がきているのか、きていないのかというのは…」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） ペナルティね。 

  ペナルティはきているのか、いないのかということです。  

◯保健福祉課長（馬場一義君） 実際にそういうものあった際には、具体的にどの程度、とい

うものはちょっと把握しておりませんけど、只見町では実施しておりませんので、きており

ません。 

◯議長（齋藤邦夫君） ほかにありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） ありません。 

  それでは、これで質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 
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  ４番、山岸フミ子君。 

◯４番（山岸フミ子君） 先ほどの課長からの説明で、昨年より減になっていると、金額的に

減になっているから、という説明がありました。私は減になっているから良いというわけで

はないと思います。増税には変わりはないと思いますので、 

◯議長（齋藤邦夫君） ４番、ちょっと確認いたしますけれども、この討論は、原案に対して

反対の討論 

◯４番（山岸フミ子君） 反対の討論で 

◯議長（齋藤邦夫君） はい、わかりました。 

◯４番（山岸フミ子君） 増税には変わりません。私は前から主張しております、国保税金１

万円引き下げということを主張しておりますので、その点から、私は、この４年、５年目に

なりますか、増税、増税ときておりますので、この増税に反対いたします。  

◯議長（齋藤邦夫君） 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

  賛成討論ありますか。 

  ありませんか。 

  それでは、これで討論を終わります。 

  これから議案第５４号 只見町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を採決いたしま

す。 

  この採決は起立によって行います。 

  議案第５４号 只見町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を原案のとおり決定する

に賛成の方は起立願います。 

          〔起立多数〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 起立多数です。 

  よって、議案第５４号は原案のとおり可決されました。 

 

◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎議案第５５号の上程、説明、質疑、採決 

◯議長（齋藤邦夫君） 続いて、日程第４、議案第５５号 只見町介護保険条例の一部を改正

する条例を議題といたします。 
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  朗読を省略し、直ちに議案の説明を求めます。 

  保健福祉課長。 

◯保健福祉課長（馬場一義君） 説明の前に資料の配付を許可願います。 

◯議長（齋藤邦夫君） はい、許可いたします。 

          〔資料配付〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 保健福祉課長。 

◯保健福祉課長（馬場一義君） それでは、議案第５５号 只見町介護保険条例の一部を改正

する条例につきましてご説明申し上げます。 

  只見町介護保険条例の一部を次のように改正する。第２条に次の１項を加える内容であり

ます。第１号第１項に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成２７年

度から平成２８年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず２万５，９

７４円とするといった内容の改正でございます。 

  内容につきましては、今ほどお配りをしました資料のほうで説明をさせていただきます。  

  まず１ページ目でありますけども、改正前、改正後の表でございます。第２条に第２項を

追加をするということでありまして、１号被保険者についての２７から２８年度までの保険

料率を２万５，９７４円とするという改正追加を行うものでございます。 

  それの根拠といいますか、内容でございますけども、次のページをご覧いただきまして、

介護保険法が改正になっておりまして、それに伴って町の条例も改正をするというものであ

ります。１号被保険者の低所得者軽減強化といったものが法改正になっておりまして、それ

の上の枠の中の①番、平成２７年４月の部分でありますが、ここ２段階になっておりまして、

第１段として、市町村民税非課税世帯のうち特に所得の低いものを対象、大体６５歳以上の

約２割というふうに書いてございますが、こちらにつきまして、第１段階の基準額に対する

割合を現行の０．５から０．４５に改めるというものであります。これが平成２７年・８年

ということで法改正になっております。参考までに説明申し上げますと、その右のほうにま

いりまして、平成２９年４月からということでありますけども、消費税が１０パーセント引

き上げになると。そういったことを踏まえてさらなる軽減強化がなされる見通しとなってお

ります。 

それから３枚目、３ページ目にまいりまして、こちらが只見町の保険料の額でございまし

て、一番上の表が第１段階から第９段階までの、９段階の表になってございまして、改正前、
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第１段階、２万８，８６０円の年額保険料であったものを、それを真ん中から下になります

が、平成２７・８年度、この２ヶ年に関しましては基準額に対して４５パーセントをかけま

して、２万５，９７４円ということで、今回その減額の改正を行わさせていただきたいと、

そういう内容でございます。それからその下の２９年度以降については参考ということで、

更なる強化がされた場合の保険料の金額を参考に資料配付をさせていただいております。  

以上、議案第５５号につきまして、よろしくお願いを申し上げます。  

◯議長（齋藤邦夫君） これから質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終わります。 

  採決をいたします。 

  議案第５５号 只見町介護保険条例の一部を改正する条例は原案のとおり可決するにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第５５号は原案のとおり可決されました。 

 

◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎議案第５６号の上程、説明、質疑、採決 

◯議長（齋藤邦夫君） 続いて、日程第５、議案第５６号 只見町水道条例の一部を改正する

条例を議題とします。 

  朗読を省略し、直ちに議案の説明を求めます。 
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  環境整備課長。 

◯環境整備課長（酒井惠治君） 議案第５６号 只見町水道条例の一部を改正する条例につい

て説明いたします。 

  只見町水道条例の一部を次のように改正するものです。第２条の表只見統合簡易水道の項

中、４，６００を４，２２０に、２，８４０を２，６９０に改めるものでございます。この

４，６００、４，２２０は計画給水人口であります。これは人であります。項が違っており

ますので単位は出てきておりません。２，８４０、２，６９０にするというものは、一日最

大給水量、いわゆる立米、俗にいうトンでございます。これにつきましては、この改正前は

平成２２年、今現在行っております黒谷浄水場配水池の国庫補助事業の認可を受ける時に定

めたものでございます。今般、その認可に、２３年新潟・福島豪雨を受けまして、叶津、い

わゆる中の平にある浄水施設。あと宮渕の浄水施設。それを改良すべく新規事業を導入いた

します。それに伴いまして最新の、平成２６年の最新のデータを使い、人口及び最大給水量

を改めなければならないものであります。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

◯議長（齋藤邦夫君） これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終わります。 

  採決いたします。 

  議案第５６号 只見町水道条例の一部を改正する条例は原案のとおり可決するにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第５６号は原案のとおり可決されました。 
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◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎議案第５７号の上程、説明、質疑、採決 

◯議長（齋藤邦夫君） 続いて、日程第６、議案第５７号 工事請負契約の締結についてを議

題とします。 

  朗読を省略し、直ちに議案の説明を求めます。 

  環境整備課長。 

◯環境整備課長（酒井惠治君） 議案第５７号 工事請負契約の締結についてをお願いいたし

ます。 

次のとおり工事請負契約を締結するものでございます。一つ、契約の目的、只見統合簡易

水道熊亀・小林施設連絡管布設工事（２工区）。二つ、契約の方法、指名競争入札。三つ、契

約金額、１億５１９万２，０００円。四つ、契約の相手方、南会津郡只見町大字大倉字前沢

口１４６、株式会社南会西部建設コーポレーション南会津本社、南会津本社長、飯塚信でご

ざいます。 

本件につきましては安定した給水を確保するものというものであります。従前、この熊亀

の給水施設においては宿泊施設がございます。その繁忙期におきましては給水量の不足が表

れまして、その施設は勿論ですけども、周囲の集落につきましても、水圧低下等のご不便を

おかけしておりました。それを解消すべく、本請負契約をお願いしております。尚、本件に

つきましては２工区ですが、１工区につきましては議決対象金額になっておりませんので、

１工区も契約済みでございます。ルートとしましては大倉の旧トマト選果場。そこから国道

を通りまして余名沢を水管橋で越しまして、旧町道敷き、斜めに上がっておるところがござ

います。そこから湯ら里の駐車場付近に管路を進めるというものでございます。全体延長と

しましては１，２６０メーターございます。２工区、この件につきましては６５０メーター

ほどございます。よろしくお願いいたします。 

◯議長（齋藤邦夫君） これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 質疑なしと認めます。 
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  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終わります。 

  採決いたします。 

  議案第５７号 工事請負契約の締結については原案のとおり可決するにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第５７号は原案のとおり可決されました。 

 

◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎議案第５８号の上程、説明、質疑、採決 

◯議長（齋藤邦夫君） 日程第７、議案第５８号 財産の取得についてを議題とします。 

  朗読を省略し、直ちに議案の説明を求めます。 

  環境整備課長。 

◯環境整備課長（酒井惠治君） 議案第５８号 財産の取得についてを説明いたします。 

  次のとおり財産を取得するものでございます。一つ、名称・種類・数量、ロータリー除雪

車１台でございます。二つ、契約の方法、随意契約。三つ、購入金額、３，７６９万２，０

００円。四つ、購入の相手方、福島県会津若松市一箕町大字亀賀字郷之原２２４番地、会津

自動車工業株式会社、代表取締役、四家邦博でございます。 

  本件につきましては、平成３年取得のロータリー除雪車が取得から２４年が経過し、経年

により故障や出力低下を招いておりますので、今般、更新をいたし、円滑な除雪体制を整え

るものでございます。よろしくお願いいたします。 

◯議長（齋藤邦夫君） これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  ９番、大塚純一郎君。 



- 174 - 

 

◯９番（大塚純一郎君） （マイクなし 聴き取り不能）…ロータリー除雪車。これはどこの

メーカーのものなのかお聞かせください。 

◯議長（齋藤邦夫君） 環境整備課長。 

◯環境整備課長（酒井惠治君） 新潟トランシスです。 

◯議長（齋藤邦夫君） ほかにございませんか。 

  ２番、藤田力君。 

◯２番（藤田 力君） この後も随意契約ということが出てきますが、３，７００万という高

額なものなのに、どうして随意契約になったか、その経過をお聞かせください。  

◯議長（齋藤邦夫君） 環境整備課長。 

◯環境整備課長（酒井惠治君） 再入札におきまして、予定価格より０．４パーセントほど高

い金額が示されておりますので、随意契約の協議をいたした結果、３，７６９万２，０００

円という随意契約の結果になっております。経緯としましては、金額の決定につきましては、

前年度の見積もりも参考にいたしましたが、なかなか、どこにでもある機械というわけでも

ありませんので、他県の入札状況等々を勘案、聴取しまして勘案した結果、予定価格を作成

し、若干それを上回っておりますので、随意契約ということで契約をいたしました。  

◯議長（齋藤邦夫君） ３番、佐藤孝義君。 

◯３番（佐藤孝義君） 私も、ちょっとこの入札の方法。これ、５８号と５９号。それから６

０号と６１号。これのロータリーの除雪車のこの性能というか、馬力というか、これ違うも

のなんですか。同じクラスのものなんですか。金額がそれぞれ違っているものですから、そ

うであれば、同じ何トン級ということであれば、まとめて安いほうにということも考えられ

るんですけども、これ１台１台入札されているみたいですけども、これ、なんか条件とか、

なんか性能的に違うものなんですかね。その辺を。 

◯議長（齋藤邦夫君） 環境整備課長。 

◯環境整備課長（酒井惠治君） ただ今、５８号ですけども、６１号まで説明してよろしいで

しょうか。 

◯議長（齋藤邦夫君） はい。関連して説明してください。 

◯環境整備課長（酒井惠治君） まずロータリー除雪車につきましては、決定しておるのは、

除雪幅は仕様書に２．６メーターと。出力は３００馬力級ということでなっております。５

８号・５９号につきましては金額の差がございますが、これは運転手、いわゆる直営の運転



- 175 - 

 

手、そして課内の除雪担当とも試乗会や、福島県が所有するこの機械に乗ったり、除雪をし

たりしてまいりました。やはり、２台同じであればいいんですけども、やはりその一長一短

がございます。というのは、操作性が良いけども、なかなか、そのエンジン出力とか、飛び

方とか、いろいろあるとかってございますので、２台とも、ロータリーにつきましては、５

８号・５９号、若干、メーカーが違うもの、いわゆるＮＲの３０２と３０６というような形

式を指定をしております。これを、ロータリー除雪車はこのほとんど２台、国内の生産は２

台であります。あとは外国ものを買うしかないということでありますので、今般、この２台

を、言葉としては乗り比べて、どこが良いのか、どちらが良いのかという性能を試しまして、

今後の購入に繋げていきたいというふうに思っております。６０・６１につきましては、こ

れは排土板の違いでございます。一枚板と二枚板ということになっております。 

  以上です。 

◯議長（齋藤邦夫君） よろしいですか。 

◯３番（佐藤孝義君） 了解しました。理由聞きましたので、今後の購入に是非活かしていた

だきたいなというふうに思います。 

  以上です。 

◯議長（齋藤邦夫君） ほかにございませんか。 

  これで質疑を終わります。 

  ７番、酒井右一君。 

◯７番（酒井右一君） この除雪機３台、ちょっと議案が超えてしまいますが、３台導入とい

うのは、４台導入というのは、現有車両、プラス何台になるか。それと、再三、除雪区域で

問題になっておりますその除雪の難渋状況を改善できるかどうか。２点お願いします。  

◯議長（齋藤邦夫君） 環境整備課長。 

◯環境整備課長（酒井惠治君） ５８号につきましては、２４年経っておりますので、これの

更新対象車につきましては払い下げというようなことを考えております。払い下げで買う人

がみつかるかどうかというのはちょっと、難しいところでございますが、何故２４年使った

かといいますと、これはまあ、直営で使っている分でございますので、路線除雪を２回ほど、

２回ほどというか、２クールほど行いまして、最後に町に、の直営に持ってきたものでござ

います。これにつきましては路線除雪には使えないというようなことでございます。あとの

３台につきましては、状況を見ながら、昨日の一般質問にありましたように、エリアの増等



- 176 - 

 

の目論見で取っておく分もございます。 

  以上です。 

◯議長（齋藤邦夫君） よろしいですか。 

  ほかにありませんか。 

  ９番、大塚純一郎君。 

◯９番（大塚純一郎君） 今の課長の説明ですと、この５８号のこのロータリー車、最終的に

直営で使っていたやつを２４年使った経年劣化で取り替えると。これは、今度の新車として

はその路線に入れるというふうに理解していいわけですか。  

◯議長（齋藤邦夫君） 環境整備課長。 

◯環境整備課長（酒井惠治君） これにつきましては、直営で公共施設等の除雪に当らせます。

直営、イコール直営ということです。 

◯議長（齋藤邦夫君） ほかにございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） これで質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終わります。 

  採決いたします。 

  議案第５８号 財産の取得については原案のとおり可決するにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第５８号は原案のとおり可決されました。 

 

◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎議案第５９号の上程、説明、質疑、採決 

◯議長（齋藤邦夫君） 日程第８、議案第５９号 財産の取得についてを議題といたします。 
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  朗読を省略し、直ちに議案の説明を求めます。 

  環境整備課長。 

◯環境整備課長（酒井惠治君） 議案第５９号 財産の取得について説明いたします。 

  次のとおり財産を取得するものでございます。一つ、名称・種類・数量、ロータリー除雪

車１台でございます。二つ、契約の方法、随意契約。三つ、購入金額、３，６３４万２，０

００円。四、購入の相手方、福島県郡山市道場４６８番地の２、株式会社ＫＣＭＪ郡山営業

所、所長、武田公夫でございます。 

  本件につきましては、購入が平成１０年でございます。取得より１７年が経っておりまし

て、出力不足、故障等、頻繁に起こりますので、今般、更新をいたしまして除雪体制の拡充

に努めていきたいというふうに考えております。よろしくお願いいたします。 

◯議長（齋藤邦夫君） これから質疑を行います。 

  ９番、大塚純一郎君。 

◯９番（大塚純一郎君） 言われるのかなと思ったら、この、まず、メーカー教えてください。 

  それから、この１３５万、先ほどの５８号のロータリー車より安いわけですけども、この

辺の、先ほど判断の話を聞きましたけども、どういうことなのか。そしてこのＫＣＭＪ郡山

営業所の、ここから、今まで、かつて、購入したうえで、例えばアフターとか、そういう部

分あると思うんですけども、その聞き慣れないとこなものですから、その辺の説明をお願い

します。 

◯議長（齋藤邦夫君） 環境整備課長。 

◯環境整備課長（酒井惠治君） 本件は、５８号と馬力等は同じでございますが、製作所、こ

れは日本除雪機製作所でございます。随意契約でございますので、再入札との予定価格と差

がありまして、随意契約によりましてこのような、随意契約協議によりましてこのような金

額になったものでございます。ＫＣＭＪの名称。そして、アフターはどうなのかということ

でございますが、これは旧川崎重工でございます。川重と言われていたもので、その機械事

業部が独立しまして、販売・修理を行う会社でございます。ちょっと、発音に自信がありま

せんが、川崎コンストラクションジャパン、マシナリージャパンということになっておりま

すので、よろしくお願いいたします。アフターにつきましては、旧来の川重がやっておりま

すので、これは大丈夫でございます。 

◯議長（齋藤邦夫君） ほかにございませんか。 
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〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） これで質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終わります。 

  採決いたします。 

  議案第５９号 財産の取得については原案のとおり可決するにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第５９号は原案のとおり可決されました。 

 

◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎議案第６０号の上程、説明、質疑、採決 

◯議長（齋藤邦夫君） 日程第９、議案第６０号 財産の取得についてを議題とします。 

  朗読を省略し、直ちに議案の説明を求めます。 

  環境整備課長。 

◯環境整備課長（酒井惠治君） 議案第６０号 財産の取得についてを説明いたします。 

  次のとおり財産を取得するものでございます。一つ、名称・種類・数量、除雪ドーザ１８

トン級１台。契約の方法、指名競争入札。三つ、購入金額、１，９３９万２，４８０円。購

入の相手方、福島県河沼郡会津坂下町大字宮古字村西２６－１、ユニキャリア株式会社会津

サービスセンター、センター長、生井義二でございます。  

  本件につきましては平成９年購入であります。購入より１８年が経ちましたので、故障・

出力不足等が生じておりますので、更新をいたしまして除雪体制の充実に努めていきたいと

いうものでございます。ユニキャリアの名前につきましては、旧ＴＣＭと日産フォークリフ

トが２０１１年に合併しましてこのような名前になっております。よろしくお願いします。  

◯議長（齋藤邦夫君） これから質疑を行います。 
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 〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 質疑ありませんか。 

  ９番、大塚純一郎君。 

◯９番（大塚純一郎君） これは先ほどの説明であった排土板が一枚・二枚のどちらのタイプ

ですか。 

◯議長（齋藤邦夫君） 環境整備課長。 

◯環境整備課長（酒井惠治君） この除雪機械につきましては黒谷地区から黒谷入までの除雪

機械でございます。これは繁用でございます。２枚です。狭くてなかなか大変なところもあ

りますので、２枚排土板ということで旧来と同じもののタイプを更新をいたしたいというふ

うに思います。 

◯議長（齋藤邦夫君） ほかにございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） これで質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終わります。 

  採決いたします。 

  議案第６０号 財産の取得については原案のとおり可決するにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第６０号は原案のとおり可決されました。 

 

◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎議案第６１号の上程、説明、質疑、採決 

◯議長（齋藤邦夫君） 日程第１０、議案第６１号 財産の取得についてを議題とします。 

  朗読を省略し、直ちに議案の説明を求めます。 
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  環境整備課長。 

◯環境整備課長（酒井惠治君） 議案第６１号 財産の取得についてを説明いたします。 

  次のとおり財産を取得するものでございます。一つ、名称・種類・数量、除雪ドーザ１８

トン級１台。二つ、契約の方法、指名競争入札。三つ、購入金額、１，８５７万６，０００

円。四つ、購入の相手方、福島県会津若松市一箕町大字亀賀字郷之原２２４番地、会津自動

車工業株式会社、代表取締役、四家邦博でございます。  

  本除雪機械につきましては、平成９年購入でございます。１８年が経っておりますので、

今般、更新をいたし、除雪体制の充実に努めてまいりたいというふうに思います。配置場所

につきましては、大倉から坂田の除雪区間を担っております。排土板につきましては１枚も

のですが、サイドスライドアングリングプラウといいまして、サイドにスライドするもので

ございます。よろしくお願いします。 

◯議長（齋藤邦夫君） これから質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） これで質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終わります。 

  採決いたします。 

  議案第６１号 財産の取得については原案のとおり可決するにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第６１号は原案のとおり可決されました。 

 

◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎議案第６２号の上程、説明、質疑、採決 
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◯議長（齋藤邦夫君） 続いて、日程第１１、議案第６２号 平成２７年度只見町一般会計補

正予算（第１号）についてを議題といたします。 

  朗読を省略し、直ちに議案の説明を求めます。 

  議案の説明については、総合政策課長以下、担当課長の議案説明を求めます。  

◯総合政策課長(渡部勇夫君) 議案第６２号 平成２７年度只見町一般会計補正予算（第１号）

を説明いたします。 

  第１条、歳入歳出予算の補正であります。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

２億３，６５６万１，０００円を追加し、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ７０億６，６

５６万１，０００円とするものでございます。 

  第２条は地方債の補正でございます。別表により説明いたします。 

  ページをめくっていただきまして、４ページをご覧ください。これが第２表の地方債補正

でございます。起債の目的が過疎対策事業。左側が変更前、右側が変更後となっておりまし

て、限度額が１億９，０２０万から２億３，０４０万円とするもので、その他につきまして

は変更はございません。また追加といたしまして全国防災事業ということで５，２６０万円

をお願いするものでございます。 

  それでは、次に、ページ７ページから説明いたします。まず町税、固定資産税でございま

すが、６２４万５，０００円の補正増となっておりますが、これは現年度課税分でございま

す。 

  それから分担金及び負担金の中の分担金。まちづくり事業費分担金ですが、集会施設の整

備事業分担金で、黒谷入分が１７万円。それから新町分が３６万５，０００円。加えて同じ

く新町分が保険給付分で１７６万３，０００円というものでございまして、合計２２９万８，

０００円でございます。黒谷入が３４世帯。新町が７３世帯。ということで積算しておりま

す。 

  それから国庫支出金でございますが、これは民生費の国庫負担金でございます。  

  それから、次、国庫補助金は個人番号カード交付事業の補助金と、歳出で出てまいります

学校施設関係。これ小学校の耐震化事業で、３分の１の補助率でございます。これが２，６

５９万５，０００円でございます。 

  次、８ページ、県支出金でございますが、まず民生費の県負担金。これも同じく低所得者

保険料。 
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  それから県補助金につきましては、総務、民生、農林水産業とございます。これはあの、

振替等ございますが、電源立地関係で総務費の減分と地域創生の支援事業。それから老人福

祉は包括ケアシステムの関係。農業はそれぞれ説明欄にございます事業によるものでござい

ます。 

  基金繰入金につきましては４，５３０万円。内訳が説明欄のとおり教育施設と電源立地関

係の交付金事業でございます。 

  ９ページが繰越金。これはあの、町長から行政諸報告で申し上げました結果に基づきまし

て、今般、４，５９２万８，０００円を補正をお願いするものでございます。  

  次、諸収入、過年度収入でございます。これは電気自動車の充電インフラ普及支援プロジ

ェクト助成金が過年度収入となりましたので、今般補正をお願いすると。それからコミュニ

ティの助成事業でございます。 

  町債は先ほどの地方債補正と関係してきますが、それぞれ総務債、教育債ということで、

振興センター新築事業、小学校の体育館の耐震化委事業に充当するものでございます。 

◯総務課長(新國元久君) 続きまして、１０ページをご覧をいただきたいと思います。歳出に

なります。 

  議会費であります。報酬の補正をお願いをしております。議員報酬７万６，０００円であ

りますが、これは４月から広報広聴常任委員会が設置をされまして、委員長が選任をされま

した。つきましては、議員報酬と委員長報酬、差額を補正をさせていただきたいものであり

ます。４月に遡及して支給という対応をさせていただきたいと思います。給料でありますが、

定期人事異動に伴います所要の補正であります。職員手当のうち、議員手当、期末手当につ

きましては、先ほど申し上げました報酬に関しまして、期末手当にもこういった額の影響が

ございますので、増額の補正をお願いをしてございます。職員手当は定期人事異動に伴うも

の等であります。共済費、同様であります。旅費でありますが、費用弁償、議員の費用弁償

であります。これはすでに５月にもＪＲ只見線関係で上京していただいて陳情活動を行って

いただきました。今後ともこういった活動、想定をされてございますので、その分の費用弁

償、増額をお願いをするものであります。普通旅費、そしてその次、１３の委託料につきま

しても、それに伴います職員の旅費、バス等の借上料であります。すみません。バスの運転

委託料であります。 

続きまして、１１ページであります。総務費の一般管理費でありますが、給料、職員手当、
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共済費等につきましては職員の定期人事異動に伴うものであります。そのうちでありますが、

宿日直手当８０万７，０００円ということで増額の補正をお願いをしております。これは以

下の７の賃金、臨時雇職員賃金、１３の委託料、庁舎夜間等管理委託料と関連がありますの

で一体で説明をさせていただきます。２６年度までは業者さんに委託をいたしまして、委託

料ということで庁舎の夜間管理お願いをしてございました。２７年度からはそういった契約

が更新できないということでありまして、縷々、対応いただける方、募集等行ってまいりま

したが、なかなか見つからないということでありました。今現在、１名の方にはお願いをし

てございます。その方に対しましての賃金。これが２３３万円予定をさせていただいており

ます。併せまして、宿日直手当は出ますが、一般の方にお願いしております宿日直、宿直で

あります。これあの、半分の日数を想定しておりまして、残りは職員が対応するということ

で８０万７，０００円を職員手当としてお願いをしてございます。  

以上です。 

◯総合政策課長(渡部勇夫君)  続いてあの、総合政策費でございます。これは６７８万円の

増となっております。職員が、先ほど総務課長申し上げました、人事異動に伴う人件費の増

額でございます。それから１２ページの補助金２５０万円、コミュニティ助成事業補助金。

これ、先ほど歳入で申し上げました。これ全額でございます。これにつきましては、只見若

衆会への補助金でございます。 

  それからユネスコエコパーク推進費７９万７，０００円でございますが、これは先ほど可

決いただきました、ふるさと館田子倉に関する経常的な経費をお願いするものでございます 

ブナセンター費は財源内訳の補正でございます。 

◯只見振興センター長（梁取洋一君） 続きまして、只見振興センター費ですが、只見振興セ

ンター新築工事実施設計委託料として４，０２２万８，０００円の増額をお願いしたいと思

います。内訳としましては、元開発センターのあった場所のボーリング調査委託料として４

３２万円。外構測量委託料として２９９万円ほど。実施設計委託料として３，２９１万８，

０００円ほどとなっております。 

  以上です。 

◯総合政策課長（渡部勇夫君） 次、諸費でございますが、これ、電源立地地域対策交付金事

業へ積立をするという当初の予算でございましたが、これを減額して振り替えるものでござ

います。 
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◯町民生活課長（馬場博美君） 続きまして、総務費の徴税費。徴税総務費になります。２の

給料、職員手当、共済費につきましては職員の人事異動に伴うものでございます。  

  次ページ、１４ページでございますが、戸籍住民基本台帳費になります。２の給料から共

済費までについては職員の人事異動に伴うものでございます。１９の負担金、補助及び交付

金につきましては、個人番号カード関連事務委託交付金ということで１６５万７，０００円

をお願いしてございます。先ほどの歳入のほうで総合政策課長のほうで申し上げましたとお

り、国庫補助金として１０分の１０の補助での事業となります。委託先としましては、地方

公共団体情報システム機構というところに委託となります。この機構については、番号制度

の導入という国の大きな改革の中で地方公共団体が共同して運営する組織として２６年の４

月１日に設立された団体となります。で、その中で地方公共団体の今回のマイナンバー関係

の執務に関係する事務を地方公共団体に代わって行っていただく内容となってございます。  

  以上です。 

◯総務課長（新國元久君） １４ページ下段の総務費、項の５統計調査費であります。目の１

番、統計調査総務費でありますが、給料から職員手当、共済費まで職員の定期人事異動に伴

います所要の補正でありますのでよろしくお願いをいたします。 

◯保健福祉課長（馬場一義君） 続きまして、１５ページの中段以降、民生費でございます。

社会福祉総務費につきまして、給料、手当、共済費につきましては定期人事異動に伴うもの

であります。補助金３００万円につきましては除雪支援保険事業の除雪機整備補助金。こち

ら２台分の増額をお願いするものでございます。 

  それから老人福祉費でありますけども、報償費、旅費、需用費。それから次のページにま

いりまして役務費、委託料、使用料ということで、各費目に予算のほうを増額をお願いして

おりますが、こちらは介護予防教室、それからサロン活動、そういった際に、高齢者の方に

介護予防のために町独自の体操を制作をして、その普及活動を図ってまいりたいということ

で、町のご当地キャラであるブナりんの歌に合わせた予防体操を制作をして普及を図ってま

いりたいと、そういう内容でございます。それから補助金。高齢者の社会参加促進モデル事

業補助金１００万円でございますが、こちらは高齢者の社会参加を促進をするということで、

シルバー人材センターの立ち上げを検討したいということで増額をお願いしてございます。  

  それから障がい者福祉費でございますが、委託料として地域活動支援センター運営委託料

ということで、町内の方が町外の施設を利用される分について、既定に従いまして町からの
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委託料を支払うというものでございます。 

  それから在宅介護支援センター費でありますが、こちらは職員の定期人事異動に伴うもの

でございます。 

  それから介護保険費、繰出金でありますが、先ほどの条例改正もございましたが、そちら

に伴いまして低所得者分の保険料の軽減分の財源を繰出すものでございます。 

  それから次のページ、１７ページにまいりまして、只見保育所費でありますが、給料、手

当、共済費については人事異動に伴うものでございます。賃金につきましては臨時雇職員賃

金、一人の増額をお願いをしたいというものでございます。これ３保育所共通で、そういっ

たような傾向になっておりますけども、新しい子ども・子育て支援制度に伴いまして、保育

時間が変わったような影響もありまして、そういった体制の確立を図ってまいりたいという

ものであります。それから雑役人夫賃金９万円ということで、こちらは保育所のマイマイガ

関係の対策のために賃金を増額をお願いしてございます。 

  それから朝日保育所費。こちら給料、手当、共済費につきましては人事異動に伴うもので

ございます。次のページ、１８ページにまいりまして賃金でありますが、臨時雇職員賃金と

して２名分４１０万円ほどお願いしてございます。それからマイマイガ対策として雑役賃金

をお願いしてございます。 

  明和保育所費でありますが、給料、手当、共済費については人事異動に伴うものでござい

ます。賃金としまして臨時雇職員賃金１名分と、それから雑役賃金を９万円お願いしてござ

います。需用費の修繕料として雪害によりまして砂場の屋根が破損したということで修繕料

の増額をお願いしております。 

  それから衛生費にまいりまして、保健衛生総務費でありますが、給料、手当、共済費。い

ずれも定期人事異動に伴う増減でございます。 

◯環境整備課長（酒井惠治君） 中段の環境衛生費から説明をいたします。給料、職員手当、

共済費につきましては人事異動に伴います人件費の補正でございます。備品購入費につきま

しては消毒器の、これ煙霧器の補正をお願いをしております。あと補助金につきましては只

見原地区のゴミステーションの補助金をお願いしております。よろしくお願いします。  

◯農林振興課長（星 一君） 農林水産業費に入りますが、資料の配付の許可をお願いします。 

◯議長（齋藤邦夫君） はい、許可します。 

          〔資料配付〕 
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◯農林振興課長（星 一君） 今配付しました、させていただきました二つの資料、議案第６

２号資料ということで記載がありません。大変申し訳ございません。  

２０ページ入りまして、農林水産業費、農業費、２目の農業総務費でありますけれども、

給料、職員手当、共済費につきましては人事異動に伴う増減補正であります。  

３目の農業振興費であります。負担金、補助及び交付金でございますが、補助金、元気な

産地づくり整備事業補助金というものでございますが、２２３万の減ということでございま

す。こちらにつきましては県の補助事業の再編に伴いまして、従来４割補助であったものに

つきまして３分の１になったということで、別の事業に取り組んだ方が県補助を有利に受け

られるということで違う補助に変更させていただいたものであります。内容につきましては

花卉組合に対する補助事業でございますが、リンドウ苗の購入補助であります。資料の中で

申しますと、只見町農業振興事業補助金交付要領、３枚になっております補助交付要綱の一

番後ろに別表がございますけれども、その一番上段のリンドウの購入補助ということになり

まして、１０分の７以内ということになりますが、こちら県補助の率が低いということで今

回減額をさせていただいております。で、その一段飛ばさせていただいて、水田活用型園芸

産地緊急育成事業補助金。こちらが県補助４割ということで、こちらの県補助を利用して町

の上乗せの７割補助を実施させていただいて１５６万８，０００円を増額させていただいて

おります。その上の水稲生産意欲向上支援緊急対策事業補助金でありますけれども、こちら

につきましてはお配りしました資料の一枚の資料をご覧をいただきたいと思います。こちら

平成２７年度の水稲生産意欲向上支援対策事業補助金交付要領ということで、振興事業補助

金交付要綱に基づきまして要領を定めるというようなものでございます。内容につきまして

は２６年産米の大幅な米価下落により著しく低下した農家の生産意欲の向上を図るため、県

の緊急対策事業と併せまして水稲優良種子を町内農業者に販売する事業者等に対し補助を行

おうというようなものでございます。補助対象となります水稲優良種子でございますが、そ

の資料の中の別表１に記載のある種でございます。こちらの種につきましては只見町で栽培

されております種全てが該当ということであります。また補助額につきましては記載のとお

り、種子購入費助成ということで１キログラム当たり３００円の定額で補助するというよう

な内容でございます。で、こちら、県の事業の上乗せ助成的な事業として組み立ててござい

まして、県におきましては優良種子について、種代１キログラム当たり基準単価を４５０円

ということで定めておりまして、その３分の１相当の定額１５０円を助成するという枠組み
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に県補助はなってございます。で、只見町におきましてはその仕組みを利用させていただき

まして、優良の種１キログラムあたり基準単価４５０円の３分の２相当額ということで３０

０円を定額で町内の農業者に販売する事業者、町内ですと２業者がございますけれども、そ

ちらのほうに助成をするというような枠組みでございます。最終的に恩恵を受ける農業者の

１０アールあたり助成額ということでございますけれども、ＪＡの育苗センターの種の使用

する量を基準に計算をさせていただきますと、こしひかりの作付者につきましては県補助が

３６０円、町補助が７２０円ということで、１０アールあたり１，０８０円、合計でなる見

込みでございます。また、ひとめぼれ作付者につきましては県４３２円、町７９２円という

ことで１，２９６円となる見込みでございます。尚、この補助対象事業者につきましては農

家への種子及び苗代の請求の際に県の補助額、町の補助額を明記したうえで補助金額を差し

引いた金額を農家に請求をするというような仕組みを考えてございます。 

◯観光商工課長（渡部公三君） 続きまして、山村振興費でございますが、補正額２７０万円。

これにつきましては交流施設特別会計への繰出しをし、事業費に充てるものでございます。  

◯農林振興課長（星 一君） 農地費に入りまして、負担金、補助及び交付金でございます。

農業施設整備事業集落補助金であります。こちら災害の未然防止であったり、農業水路の改

良等々に集落が取り組むということで４集落分の補助を予定しております。２３２万２，０

００円でございます。 

◯環境整備課長（酒井惠治君） 続きまして、繰出金でございますが、集落排水事業特別会計

への繰出金でございます。これは管路の新規敷設分でございます。 

◯農林振興課長（星 一君） 農林水産業費、林業総務費に入りまして、２給料、共済費につ

きましては人事異動に伴う補正でございます。１７の公有財産購入費でございますけれども、

こちらは梁取のたっこ平等の観光造林でございますけれども、こちら立木持ち分、国分の２

分の１の持ち分を今回町が買収いたしまして、今後、利用間伐等を行いながら、周辺の環境

の維持に努めようといようなものでございます。大曾根湿原の近くにあるものでございます。 

  林道費に入りまして、節、給料、職員手当、共済費につきましては人事異動に伴う補正で

ございます。 

◯観光商工課長（渡部公三君） ２２ページ、商工費を説明申し上げます。１目の商工総務費

でありますが、職員人件費に係る補正でございます。６０万の減額でございます。  

観光費でございますが、１９の負担金、補助金でございますが、補助金に６０万円をお願
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いしてございます。これは水の郷うまいもんまつり、一昨年から実施をしておりますが、こ

れ、緊急雇用対策での事業での実施をしておりまして、今年もそれを予定しておりましたが、

緊急雇用対策事業の予算が２０パーセント減らされたと、減額になったというようなことで、

同規模の実施が困難であるというようなことで、商工会から追加の補助金の申請がございま

した。よって、手当をして当初の１３０万円の補助金と合わせて１９０万円として実行委員

会、商工会へ交付金を補助するものでございます。 

続きまして、観光施設費でありますが、１０３万３，０００円をお願いしてございます。

内訳としましては役務費で手数料。これはあの、公衆トイレの浄化槽の清掃手数料ですが、

これにつきましては民間委託に変えましての内容変更によります増額でございます。１３の

委託料につきましては草刈り業務の委託料ということで７１万５，０００円をお願いしてご

ざいます。これは只見湖、萬代橋周辺の施設の管理に充てるものでございます。よろしくお

願いいたします。 

◯環境整備課長（酒井惠治君） 続きまして、土木総務費でございます。給料、職員手当、そ

して２３ページ、共済費続きますが、人事異動に伴う人件費の補正をお願いをしております。

使用料及び賃借料につきましては、積算システムの１回線の増をお願いをしております。道

路維持費につきましては工事請負費、雪消え後、当初予想より相当、道路、路面、道路構造

物等傷んでおりますので補正をお願いしたいと思います。一番、最も大きいのは舗装の打ち

替えを７，０００平米ほど予定をしております。あと道路構造物の安全施設等でございます。  

道路新設改良費につきましても、人件費に伴う補正をお願いをしております。測量設計委

託につきましては舘ノ川の１路線の用地測量をお願いをしております。２４ページにつきま

して、道路改良工事につきましては、明和小学校線の２号線の道路側溝の敷設を予定をして

おります。公有財産購入費につきましては先ほどの舘ノ川３号線分。そしてあとは八木沢の

五礼滝沢線の関係。あと立木補償もその関連でございます。 

集会施設の整備費につきましては、雪消え後の損傷につきまして、黒谷入、新町の集会施

設の屋根等の修繕をお願いをしておりますのでよろしくお願いします。  

◯町民生活課長（馬場博美君） 続きまして、消防費、非常備消防総務費になります。２４ペ

ージからの給料、職員手当、２５ページの上段の共済費に関しましては職員の人事異動によ

るものでございます。 

◯教育次長（増田 功君） ２５ページ、教育費の事務局費でございますが、人事異動の確定
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によるものでございます。 

続いて２６ページ、小学校費の学校管理費。１についてもやはり人員の確定によるもので

ございます。１２の役務費、廃棄物処理手数料でございますが、こちら雪害によります只見

小学校の丸車庫の処理手数料でございます。１５工事請負費につきましては国の交付金によ

る３小学校の体育館の耐震工事によるものです。教育振興費につきましては人員の確定によ

るものでございます。 

続いて、中学校費の学校管理費及び教育振興費につきましては人員の確定によるものでご

ざいます。 

続いて２７ページ、社会教育費の文化財保護費でございますが、これは生涯学習の講座の

増分でございます。１１の需用費の修繕料ですけども、雪害によります旧朝日公民館屋根の

修繕のための増額でございます。 

続いて保健体育費の体育施設費でございますが、賃金につきましては町民プールの管理費

になるんですが、当初、委託料で、１３の委託料で計上しておりましたが、プールの監視業

務につきまして、警備業法の適用ということになりまして、受ける業者が見つからなかった

ことによりまして直営によるプール、町民プールの管理をするものによる増減でございます。

続きまして需用費ですが、こちらのほう修繕料ですが、雪害によりますつつじヵ丘広場トイ

レの屋根の修繕料及び町下体育館のトイレの修繕。こちらのほう、敬老会でも使っておりま

すので洋式化のための工事費、修繕になります。９０万以上を想定しております。続いて、

１６の原材料費でございますが、こちらのほう、町下野球場の内野の土の補修用の維持、補

修材料１３万円でございます。 

以上です。 

◯総合政策課長（渡部勇夫君） ２８ページ、以上の予算を編成しまして、一般財源の残額８

８７万８，０００円を予備費にもってまいりました。 

◯総務課長（新國元久君） ２９ページであります。本補正予算に係る給与費明細書でありま

すのでご覧をいただきたいと思います。 

  以上であります。 

◯議長（齋藤邦夫君） それでは、昼食のため、暫時、休議をいたします。 

  午後の会議は１時１５分にしたいと思いますので、ご協力をお願いいたします。  
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     休憩 午後１２時０１分 

 

     再開 午後 １時１５分 

 

◯議長（齋藤邦夫君） それでは、開議いたします。 

  これから平成２７年度只見町一般会計補正予算（第１号）についての質疑を行います。  

  ８番、目黒仁也君。 

◯８番（目黒仁也君） 何点かお尋ねをいたします。 

  まず１６ページであります。民生費。介護予防体操制作委託料。これは健康づくりの一環

ということだろうと思いますが、これを作成された後の活用等々、活かし方についてのお考

えをお伺いしたいと思います。これ１点。 

  で、その前にですね、１２ページ。すみません。只見振興センター費ですか。委託料、新

築工事の実施設計委託料ございます。これにつきましては町民要望としていろいろな話が今、

陳情が出ておるわけでありますが、その後ですね、話がある程度まとまってきているのか。

その辺のお話をちょっとお尋ねをいたします。 

  それと１３ページの諸費、積立金、電源立地交付金の積立金。これ１，０００万マイナス

ということで、内容をお尋ねいたします。 

  それとですね、２０ページ。２０ページの農林振興費。水稲の生産意欲向上の補助金ござ

います。これまあ、たぶん新規だろうと思いますが、これに限ったことではございませんけ

ども、こういった新規の補助金を作られる際に、補助金適正化委員会等での審査を経たうえ

で、こういった予算計上がなされているのか、その辺をお尋ねいたします。  

  以上であります。 

◯議長（齋藤邦夫君） 振興センター長。 

◯只見振興センター長（梁取洋一君） 只見振興センターの建設に対してのご質問に対して回

答差し上げます。平成２７年の３月３０日に第４回の只見振興センター建設検討委員会を開

催しました。この折に、元只見総合開発センター跡地に新築することに決定、委員会として

決定しております。平屋と二階建てのメリット等を検討しまして二階建てにしようというこ

とで検討をしております。その後に２回ほど検討委員会を実施しまして現在に至っておりま

す。尚、６月２日付で、委員長名で町長宛に中間答申書ということで提出しておりますが、
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陳情書といたしましては只見振興センター建設反対。もう一つはホール面積を３００平米以

上にし、その設備内容を従来の集会施設より充実したもので建設していただきたいという陳

情書が上がっていると思いますが、この２件に対して委員会としては次のとおり報告してお

ります。只見振興センターについては、旧只見総合開発センター跡地に新築することとする。

２番目として、建設規模については可能な限りコンパクトな施設として建築面積は基本構想

に基づき１，２５０平米とし、ホール面積についても基本構想のとおり２００平米以下とす

るということで中間答申書を提出しております。 

  以上です。 

◯議長（齋藤邦夫君） 保健福祉課長。 

◯保健福祉課長（馬場一義君） それではあの、１６ページになりますか、民生費の介護予防

体操制作委託料。これの今後の考え方についてでありますけども、これにつきましては、国

の介護保険制度の改正もございまして、市町村において今後３年以内に、その介護予防のた

めの日常生活総合支援事業といったものを実施をしていくというようなことがございまして、

その一環としまして、只見町としましては介護予防活動のために、その各集落等でのサロン

活動の充実拡大を図ってまいりたい、こういう考えを持っております。すでにあの実施され

ている集落もございますが、まだ、まだまだ、やっておられない、そういう集落たくさんご

ざいますので、そういったそのサロン活動を広げていくにあたりまして、実際集まって、ど

ういった活動をしていいのかわからないといったようなこともあるというふうに伺っており

ますので、町内の方が、同じその、町としての介護予防体操といったもの、これ、制作をし

まして、座ってやるタイプと、それから立ってやるタイプ、お年寄りの方の状態に合わせた

ものをつくっていただきまして、すでにできておりますブナりんのブナりんソングに合わせ

たものとして、町独自の介護予防活動ということで、町内各所に普及拡大を図ってまいりた

いと、そういった活動を通じて健康な高齢者の方を、健康寿命を延ばしていただきたいと、

そういう考えであります。 

◯議長（齋藤邦夫君） 総合政策課長。 

◯総合政策課長（渡部勇夫君） ページ８ページをご覧ください。電源立地地域対策費補助金

の関係でございます。最初は諸費で積立をしたいという当初予算で１，０６６万２，０００

円、当初予算で可決いただきました。その後、県の内示額の変更がありまして、若干減って

しまいました。また、様々な事業もございますので、今回１，０６６万２，０００円を総務
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費のほうからは減らすということで三角が付いている。その下に農業費補助金とあります。

その中の３段目、電源立地地域対策費事業補助金９００万円ということで、差引１６０万く

らい減ったことになりますが、１，０６６万２，０００円総務費を落として、農業費で９０

０万を電源立地いただきますという、これは歳入の予算です。そして、これが、２０ページ

ご覧ください。どこにいくかというと、さっきの落とす方の説明はさっきしましたけど、９

００万の分どこにいくんだということですが、これ一番下の農地費ございます。農地費。そ

この特定財源というところに国県支出金とあります。９００万。ここにぶつかります。これ

はどこにいくかというと、繰出金で集落排水の繰出金１，２８０万のうちの９００万という

ことで農集排の敷設整備にまわるお金だということでございます。  

◯議長（齋藤邦夫君） 農林振興課長。 

◯農林振興課長（星 一君） 水稲生産意欲向上支援緊急対策事業補助金の関係でございます

けれども、この事業につきましては、町長が３月会議において実施を表明された事業でござ

います。で、ご質問あった件でございますけれども、補助金適正化委員会にかけているかど

うかということでございますが、現在その組織、委員会ございませんで、今回この事業を立

案する際にですね、庁議の中で十分な協議をもって提案をさせていただいたいということで

ございます。 

◯議長（齋藤邦夫君） ほかにございませんか。 

  ２番、藤田力君。 

◯２番（藤田 力君） １６ページの民生費の負担金、補助金及び交付金１００万円のことで

ございます。高齢者の社会参加促進モデル事業補助金ということで、先ほどあの、課長の説

明ございました。まあシルバー人材センター的なものを立ち上げしたいというお話でござい

ました。私はこうした、高齢化の時代とはいえ、働く意欲の持った高齢化も町内にはたくさ

んいらっしゃいます。そうした人たちが、なんていいますか、やりがいというか、持てる。

そして、まあ、片方では、やはり、農業はじめ、いろんな業種で、そうした人手不足という

のが多く見受けられます。おしらせばんを見ても、随分長期間募集されているところも見受

けられます。そんなことから言って、是非このシルバー人材銀行の、センターですか、立ち

上げに期待しているんですが、どういう団体にこの補助金は出される予定なのか。今のとこ

ろもし何か、方向が決まっているものがあったら教えてください。いずれ私はこのシルバー

人材センターの立ち上げに大きな期待を寄せております。よろしくお願いします。  
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◯議長（齋藤邦夫君） 保健福祉課長。 

◯保健福祉課長（馬場一義君） １６ページの高齢者の社会参加促進モデル補助金であります

けども、高齢者の方が働くことを通じて生きがいを感じていただきたいということと、それ

を通じて健康維持していただきたいということで、おっしゃったようにシルバー人材センタ

ーといったようなものを立ち上げを検討してまいりたいということで考えておりまして、県

内５９市町村ありますうち、そういったものがない団体は８団体ということで、その中の一

つが只見町ということになっておりまして、ほかの事例等見ますと、社会福祉協議会、そち

らを母体事務局として運営をされている事例がたくさんございますので、それを、それに倣

ってといいますか、その只見町の社会福祉協議会のほうにその立ち上げの取り組みをしてい

ただきたいというふうに考えてございます。 

◯議長（齋藤邦夫君） ２番、藤田力君。 

◯２番（藤田 力君） 社会福祉協議会を予定されているということです。平成１０年頃です

か、只見町でもこのシルバー人材センターの立ち上げを町主導で企画されたことがございま

す。私はその時、湯ら里に勤務させてもらってたんですが、やはり民間の考え方と役場の考

え方が、随分こう、相違してまして、私も立ち上げにはできるだけ協力しようというふうに

思ったんですが、協力できないうちに計画がぽしゃってしまったということがございました。

是非あの、社会福祉協議会を母体として、今、町内におけるそういった問題点をいろいろク

リアできるように、是非、課長あの、頑張ってやっていただきたいというふうに思います。  

  以上です。 

◯議長（齋藤邦夫君） 保健福祉課長。 

◯保健福祉課長（馬場一義君） この事業に関しましては、以前、たしかに町の中でもそうい

った動きがあったということは存じ上げております。今回、社会福祉協議会を通じてなんと

かそういった取り組みを、町も一緒になって取り組んでまいりたいと思っております。その

中で、その実現に向けては、行政なり、その社会福祉協議会のみでどうにかなるものではな

く、やはりあの、地域の皆様に参画をしていただけないことにはどうしようもないというこ

とがありますので、是非とも皆様方にも参画をしていただきたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いを申し上げます。 

◯議長（齋藤邦夫君） ほかに。 

  ９番、大塚純一郎君。 
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◯９番（大塚純一郎君） 今の件、私も質問しようと思ったら、２番議員に先越されたんで、

まあ、内容的にはある程度わかりました。このシルバー人材センターの立ち上げということ

で、これ、私、何年か前、一般質問等でもやらせていただいたことあって、その時、町長は

考えていないということでした。その時点では。今回まあ、５９、福島県の中で８団体だけ、

その８の中に只見町も入る。やっと動き出すのかなと思ったんですけど、ただ、今までの課

長の説明の中で、今の町の状態で心配なのは、この立ち上げの検討、それもまた下請け、社

会福祉協議会に丸投げのような形で入る。それに住民も、我々議会も参画してもらいたいと

いうような話でしたけども、もうちょっとその、グランドデザインちゃんと描いてさ、町当

局でそれを描いていただいたうえでやらないと、社会福祉協議会、急にポンと１００万やる

から考えてくれと言われても、それを考える、例えば社会福祉協議会の中に、そういう、そ

の能力というか、そういう人材がはたしてどうなのかなという心配もありますし、ともかく、

今後のそのしっかりとした町の方針といいますか、進め方。それから、それをいつまでにや

るのかというタイムスケジュールをちゃんと示していただかないと、言葉だけの遊びに終わ

っちゃうのかなというふうに危惧しております。その辺のところ、今後の考え方を課長から

もう一度お聞かせください。 

◯議長（齋藤邦夫君） 保健福祉課長。 

◯保健福祉課長（馬場一義君） 今後の進め方というところでありますけども、社会福祉協議

会さんのほうに全てお任せという形というよりは、共に知恵を絞っていくというようなこと

は考えておりまして、具体的にどのように進めていくかというようなこともございますので、

県の、福島にございますシルバー人材センターの連合会、県のその束ねる組織でありますけ

ども、そちらのほうに、そういったその、手順なり、どういったような方法、どういうこと

を検討していったらいいのかといったようなことをご指導いただけるように、まあ連絡は取

ってございます。それからあと、今年の４月に湯川村で新たに立ち上がったというようなこ

とで情報もいただいておりますので、比較的近い場所にもございますので、そういったその

事例を参考にさせていただきながら、今後のその、只見町においての団体体制づくりについ

て進めてまいりたいと、そのように考えております。時期的なものにつきましては、今年度

の補正予算として、今回、予算措置になりましたらば、実際その、事務的に進める分として

はなんとか年度内というふうに考えてございますけども、その参画される方々との協議の中

で若干その時期については変動する可能性もあるかなというふうには考えております。 
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◯議長（齋藤邦夫君） ほかにございませんか。 

  ６番、小沼信孝君。 

◯６番（小沼信孝君） １７ページから１８ページにかけての３保育所のですね、雑役人夫賃

金ということで先ほどの説明でマイマイガ対策費ということでしたが、どのような対策をさ

れるのか。今一番ひどい状況のようですが、学校等はそのほか３小学校あるわけですが、そ

ういったところは問題ないのかお伺いしたいと思いますが。  

◯議長（齋藤邦夫君） 保健福祉課長。 

◯保健福祉課長（馬場一義君） ３保育所での雑役人夫賃金によるマイマイガの対策というこ

とでありますけども、昨年もその除去等の作業はしてきたところではあったんですが、また

さらにその、ご存じのように、毛虫の状態になって後から後から出てくるというような状況

もありまして、特にその皮膚の弱い小さい子供達がいる施設になりますので、そういったそ

の、毛虫になったものを高圧洗浄機等で全て洗い流して集めて廃棄をすると。それから近く

の庭木の枝等にもありますので、そういったところの除去もしていくと、そういうような対

策を考えております。 

◯議長（齋藤邦夫君） 小沼信孝君。 

◯６番（小沼信孝君） 学校のことは。 

◯議長（齋藤邦夫君） 学校。 

  教育次長。 

◯教育次長（増田 功君） 学校ですが、４月から５月、まあ、これまでですね、教育委員会

の職員や、あとあの、振興センター等に協力いただいて除去しておりますが、なかなか、運

動会前ということもありましたので、運動会前に集中して行いました。で、対応できない分

については、今後また検討しなくちゃならないのかなというふうに思っております。できる

だけ既定の予算内で対応して、足りない分については保育所同様、後ほど補正するような形

になるかと思います。 

  以上です。 

◯議長（齋藤邦夫君） ６番、小沼信孝君。 

◯６番（小沼信孝君） この、まあ補正予算、これから使うわけでしょうが、もう、すぐサナ

ギになる時期を迎えていると思います。ですからあの、なるべく一日も早い対応をしていた

だきたいと思います。学校についてもやはり同じことが言えると思います。蛾になってから
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では駆除も大変だと思うんで、是非とも早い対策をしていただきたいと思います。  

◯議長（齋藤邦夫君） 保健福祉課長。 

◯保健福祉課長（馬場一義君） おっしゃるとおりでございまして、どんどんその、幼虫から

サナギになって、成虫になって、卵になってというようなことで、今回考えておりますのは、

途中段階で一旦、その毛虫段階で一旦駆除をして、それでも後からまたうじゃうじゃ出てく

ると思いますので、秋、卵塊になった段階でもう一度その駆除をするような形で今回の金額

は積算をさせていただいております。 

◯議長（齋藤邦夫君） 教育次長。 

◯教育次長（増田 功君） 今、毛虫の段階ですけども、毛虫で小さいうちは薬も効いており

ましたが、大きくなりましてなかなか薬が効かなくなってきていると。で、農薬であるので、

農薬の基準もあるというとこで、なかなか厳しい状況になっております。今後、蛾になって

飛ぶようになると思いますけども、その時の対策、そして、今、保健福祉課長が言いました

とおり、その後、またあの卵塊になった時の対策。それらを取っていきたいというふうに考

えております。 

◯議長（齋藤邦夫君） ９番、大塚純一郎君。 

◯９番（大塚純一郎君） また後追いなんですけど、マイマイガ対策で、実はこの前の総務委

員会の席上で、各課長出ていただいた、７課のうち５課長が出ていただいたわけですが、そ

こで我々の委員会の総意として、このマイマイガに対する対策はそういう各課、各々の自分

の分だけの対応だけではなかなか追いつかないよと。そういう中で、やはりあの、役場、行

政が一体となった対応をしなければならないということで、普通、豪雨対策、豪雪対策本部、

立ち上げてやってきましたが、それと同じような危機感を持って、その町でマイマイガ駆除

対策本部みたいのを立ち上げてやるべきですよと、やってくださいというふうに委員会では

委員会の総意として申し上げましたが、あれはどのようになったのかご報告下さい。  

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

◯町長（目黒吉久君） 対策本部という形にはなっておりませんが、それぞれ各課連携して、

それぞれの持ち分だけということではなくて、庁議というものを通しながら、自分のそれぞ

れの各課関連する施設及び状況等を十分な情報交換をさせていただいたうえで、そして取る

べき有効的な手段は何かといったようなことを話し合いながら、取るべき必要なことは取っ

ていくというその確認をさせていただきながら、取り組んでいくということで一致しており



- 197 - 

 

ます。 

◯議長（齋藤邦夫君） ９番、大塚純一郎君。 

◯９番（大塚純一郎君） 今、町長言われた体制でやるということでしょうが、それでは一つ

お聞きします。今現在で、例えば農作物に対する被害状況等はどういうふうに把握しておら

れるのか教えていただきたいと思います。 

◯議長（齋藤邦夫君） 農林振興課長。 

◯農林振興課長（星 一君） マイマイガの農作物への被害というご質問でございます。現段

階では、まず自家用野菜について相当付いてきているということで、当初はあの、農薬等々

で防除されている格好で防除をされているというようなことでありましたけれども、どんど

ん大きくなってなかなか効かないという状況ございました。併せてですね、水稲につきまし

ては、全ての水田ということではございませんが、特定、特定というんでしょうかね、水路

の一番最初の、山おっつきのところへマイマイガが木から風で吹いて落ちてくるというよう

なことが、今週ぐらいから普及センターのほうに相当情報が入ってきているというふうに聞

いております。面積的にはちょっと把握はしてございませんが、その対策につきましては現

在もう相当大きくなっているということで、農薬等々ではもう既に難しいという状況になっ

ておりまして、今あの、いくつかあの、ございますけれども、農家さんご自身で入られて取

っているような状況もございます。で、普及センターのほうでは、農薬等はもう効かないと

いうことで、ここまでくるとまあ、ご自身でとりあえず取る対策をするか、もしくはここま

でくるとサナギになるまで待っていただいて、そこからの防除策を考えようというようなこ

とで、今、ＪＡ、普及センター、町のほうで情報共有しながら対策を講じようということを

考えてございます。 

◯議長（齋藤邦夫君） ９番、大塚純一郎君。 

◯９番（大塚純一郎君） だから最初から言ってるんです。対策を講じよと。なんか被害が出

たり影響が出たら、後追いでやるではなくて、早め早めの対応をするために対策本部を立ち

上げて、準備をして、そしてそういう内容を町民に、農家の方もそうですが、そういう人に

情報を流して、そしてともかく我々も一緒になって考えてやってますよと、そういう中で頑

張ってくださいというような姿勢を示すのがやはり対策本部の立ち上げとか、そういうもの

だと思います。各課がやって、あとは、今の話だと、町としてはもうどうしようもない、農

薬も効かないしどうしようもないけども、あとは各自がやっていると。その後何か出たら考
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えましょう。そういう姿勢でいいのかなという気がして質問しております。 

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

◯町長（目黒吉久君） まあ先ほど申し上げたとおりであります。たしかにあの、事後対策的

な時間の経過はあったということも認識しておりますが、本部、立てようと、立てまいと、

我々、さっき言ったような姿勢でやっているということはまあ、同じ共通の認識で、その姿

勢で取り組んでいるわけですけれども、実効的ななかなか、広範囲にわたった今回の事案に

対して、実効性のある対策・対応がなかなか難しい面もあったということでございます。し

たがいまして、今般の段階というもの、状況というものを踏まえて、また今後予測されるマ

イマイガの成長段階に応じた取るべき対応というものを、いろんな専門機関等々と情報交換

をしながら取れるべき対応を取っていくという形で取り組まさせていただきたいというふう

に思っております。 

◯議長（齋藤邦夫君） ほかにございませんか。 

  ７番、酒井右一君。 

◯７番（酒井右一君） ２０ページの水田生産意欲向上支援緊急対策事業補助金についてお伺

いします。３回しか質問する機会ないものですから、ひとつ箇条にてお伺いします。今、資

料として配付にはった只見町農業振興事業補助金交付要綱。これと平成２７年度生産意欲向

上支援対策事業交付要綱。これはどこに、どう関係づけられておられるのかと。それと、農

業振興対策事業支援金交付要綱なるものは、ここの、私が手元に持っております平成２３年

４月１日、訓令第３号として只見町農業振興事業補助金交付要綱というものがありますが、

これと同じものなのか。まずこれ１点をお伺いしたい。  

  それからこの当該事業の財源内訳、３１５万の財源はどうなっておるのかということです。

これあの、補助金・交付金、いわゆる財政・財源に関する所管の担当委員会というのは総務

委員会でありまして、欠席した時かどうかわかりませんが、総務委員会の中でこの補助金に

ついての説明がなかったので、少し詳しく説明していただきたいなというふうに思うわけで

す。 

  それからあの、この補助金が、もし、町単独事業であって、新規の補助金であれば、従来

の行政改革、財政改革の考え方を踏襲しているはずでございますから、これは、この補助金

の適否について補助金適正化委員会というものがなければ、庁議の中で検討したとされます

から、庁議というのは大変大きな会議でありますので、その中でこの適否の検討をされた適
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否の理由をお伺いしたい。 

それから、これは、当該補助金はいつまで続けられるのか。  

  とりあえず、１回目の質問としてこれだけお伺いいたします。 

◯議長（齋藤邦夫君） 農業振興課長。 

◯農林振興課長（星 一君） まずは交付要綱と交付要領の関係のご質問であろうかと思いま

す。まずあの、農業振興補助金交付要綱の別表でございますが、一番裏ですね、すみません、

資料、お渡しした資料の要綱の一番後ろの、その他町長が特に必要と認める事業というもの

に該当させていただいて、補助金交付要領、こちらまだ案の段階でございますが、そちらに

結び付けて実施をしたいというような内容でございます。  

  それと、お持ちの要綱と配付した要綱のものの違いでございますけれども、２４年の４月

１日に改正をさせていただいております。主な改正の内容につきましては基本的には文面に

ついては、県の農業振興事業補助金交付要綱に基づいて直しておりまして、全文改正をさせ

ていただいております。 

          〔「同じものだよな」と呼ぶ者あり〕 

◯農林振興課長（星 一君） はい。改正した内容ですけれども、別表で、大きく変えて２点、

大きくといいますか、２点変更させていただいているのは、国及び県の農業振興補助金の、

失礼しました、その資料の別表の、別表１の左側、国及び県の農業振興事業補助金の中ので

すね、対象作物による制限はなしというところでございます。定額補助の場合というような

欄でございますけれども、こちらですね、この頃国が緊急的に補助事業を実施をしてくると

いうようなことが多くございまして、そういった中で町の補助金が、その上乗せ補助的なも

のが多いということで、基本的には定額の場合、それ以上の国または県が補助、定額で助成

制度作った場合に、その金額以上の助成はしないと。結局、町のいわゆる上乗せが非常に大

きくなるということで、その部分を加えたのが一つ。もう一つはですね、一番下の担い手育

成事業であります。こちらあの、従来、３年以上の利用権設定による農地集積をした場合、

当初の契約年に１０アールあたり５，０００円の交付ということでございましたけれども、

昨年度から農地中間管理事業というようなものが国で示されまして、いわゆる貸し手と借り

手を結びつける中間管理機構というものに結び付けた契約をすると交付金等々が出るという

ような制度ができました。その制度の中では１０年以上の契約ということになりまして、今

後１０年以上の契約がどんどん増えていきますと、３年の契約の方が、１０年の契約の方が
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契約年で、１年目で５，０００円をいただくと、長い契約の方が不利益を被るというような

ことで、３年以上の契約について年額２，０００円ということで改正をしたというのが今回

の改正している内容でございます。 

  財源内訳ですか。財源内訳につきましては、全て一般財源でございます。  

  あと総務委員会への、単独事業であった場合、総務委員会の所管で説明をすべきではない

かというお話だったかと思います。６月にあの、別の、官行造林の立木持分の購入事業につ

きましては総務委員会のほうでご説明をさせていただきました。私の勘違いといいますか、

あれで、総務委員会所管については、基本的にあの、農林振興分野につきましては、経済文

教常任委員会が所管であるという認識を持っておりまして、ただ今回あの、立木持分の購入

につきましては財産購入ということで総務委員会のほうにご説明をさせていただきました。

失念したというよりは、私が承知をして、説明をしなければならないということを、もしも

そうであるのならば承知をしていなかったということでお詫びを申し上げなければいけない

というふうに考えてございます。 

  あとは庁議の中での適否ですか。こちらにつきましては、まあ、先ほど申しましたとおり、

３月会議において町長が実施表明をされていて、今回、事業としてご提案したというような

内容でございます。こちらあの、４月の庁議で一度あの、お示しをさせていただいて５月に

確認をいただいたということで、適というような判断をいただいたというふうに理解をして

おります。 

  あといつまでこの事業をするかということでございますが、交付要領に記載のとおり、こ

れは平成２７年度の事業ということで、２６年産米ということで、趣旨にも記載をさせてい

ただいておりますので、この事業自体は今年度限りというふうに今のところ考えてございま

す。 

◯議長（齋藤邦夫君） ７番、酒井右一君。 

◯７番（酒井右一君） まずあの、再三、ここに８番議員もおられますが、行財政改革という

中では新規の補助、新規の事業、且つ、経済補助事業については利害が絡むということから、

慎重な検討を要するんだということで、その理念は変わらないということを何度も答弁され

ております。変わらないという前提からすれば、こういった単年度の、私申し上げればばら

撒き補助について、適当だと。これが適切であるという根拠、これについて、どういうこと

だったのかなと。これひとつ教えていただきたい。 
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  それからあの、要綱というのは改正するも作るも、議決を得るものではなくて、町長が決

めてそれに従って、公平に事業を進めていくためのものでありまして、そもそも町長が決め

ます。とは言いながら、要綱も町長が決める。そしてこの平成２６年度米下落したから、こ

の補填を種もみ代金でする。この提案も町長がされます。要綱も町長が作る。そしてあの、

当該補助金の内容を見ますと、第１条、当然これ、町長が示しておりますから町長の提案。

第２条、これも町長が決める。第３条、町長が別に定める。４条、町長が別に定める。全部

町長が別に定めるとするものに該当しておって、この本体の、いわゆる、一番その、根拠が

理解できるなと、少なくても思わざるを得ないものが只見町農業振興補助金交付要綱。この

どこに該当するかというと、これも一番最後の、その他町長が必要があるときに決める。こ

のような決め方で、いいんでしょうか。これ、２点ですが、私、もっとはっきり言いますと、

町長が決めるというのはあくまでも例外規定でありまして、例外として認めざるを得ないも

のについて、特別仕方がないから町長が、いわゆる専任事項で決めるというものであって、

本筋はやはりこの、既定にある個別具体的なものであります。今、全て町長が決めるという

話になりますと、公平に決められた要綱の本筋が例外になってしまって、例外が本筋になっ

てしまうように見えておるから聞くんであります。この辺の解釈を庁議ではどうされたか。

この２点をお伺いします。 

◯議長（齋藤邦夫君） 総合政策課長。 

◯総合政策課長（渡部勇夫君） 庁議のお話が出ましたので、私のほうから説明させていただ

きます。 

  まず、先ほどですか、補助金適正化委員会という話ありました。それは農林振興課長から

説明あったとおりでありまして、当時もあの、補助金適正化委員会はまあ、庁議構成員でや

ってまして、それで、どうしても事業を推進するかと、それを財政的にけん制するか、があ

りまして、なかなか、有機的に機能していたかというと、その辺の実情は７番議員もおわか

りかと思いますが、なかなか難しさがございました。今回、町が合併しないという宣言した

時に、併せて行政改革プログラムというのを作りました。その中で、お金の出し入れのこと、

あとスクラップアンドビルトとか、いろいろな原則をつくりまして行革プログラムを作った

と。で、その後、それが中期財政見通しに変わってきたという流れを組んで、今回、行政改

革大綱、３年間の行革大綱を議会にもお示してご理解をいただいたと。そのポイントが加速、

挑戦、根幹ということで、従来の、ただただ決める行政改革じゃなくて、投資すべきは投資
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するという考え方の行革大綱を策定し、その考え方で中期財政見通しも併せ持ってやってお

ります。そういった中で先ほど農林振興課長も申し上げましたように、今、専業農家、兼業

農家並びにそういった小規模の事業者につきまして、非常に、米価の下落、様々な課題があ

りまして、難儀をなさっていらっしゃいます。そういった状況を総体的に検討、鑑みまして、

この制度事業、県のほうでも同様の趣旨の制度事業を立ち上げられたということであります

ので、県の事業に呼応して、町も上乗せして、農業者、専業・兼業含めまして支援をしてい

くという考え方に立ったわけでございまして、その辺の趣旨、背景、目的につきましては、

十分、庁議の中で検討して出した、同じ方向性を見出しましたので、その中で出されたもの

を今般、議会に提案申し上げまして、議会の審議に付しているということでありますので、

これを十分、庁議という中で慎重に審議して、それは全会一致を見たものでございますので、

その辺の農家の皆様の窮状、また、その意思決定にあたっての手続きに疑問はないというふ

うに思っておりますので、是非ご理解をいただきたいと思います。  

◯議長（齋藤邦夫君） ７番議員、もう一度、申してください。 

◯７番（酒井右一君） 俺も忘れたようになっちゃったけど、ただ、その、要綱をや、町長が

決めるわけで、要綱の中に決めてあることは、やっぱりこれは事業を行ううえで、公正・公

平に進めていくという、自らの姿勢を正すという意味で本筋を決めたものであって、たまた

まそこに外れる例外があるわけですよ。それについては例外規定で、やむを得ず町長は全権

を持って認めるというのがあくまでも例外であって、今聞いたところによると、町長が決め

るところによるというものから始まって、当該規定についても全編に亘って町長が別に定め

ると、こうなっておるわけであります。例外規定が本筋の規定になってしまっている現実に

ついてどう考えるかということを、これは執行権の代表者にお伺いしたいなと思うわけです。 

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

  総合政策課長。 

◯総合政策課長（渡部勇夫君） すみません。町長へのお質しですが、その前に一つだけ。  

  そういったあの、議員がおっしゃる趣旨わかります。そういったことでいろいろなものを、

例えば午前中、議決いただいた除雪車の更新であっても、７００万以上の財産購入は議会の

議決を得ると。それより少ないものはまた別ですけども、工事であっても５，０００万以上

の場合は議会の議決がいるというふうに同じように条例化して、条例を議会の議決を経なけ

ればいけないということであります。ですから、その辺は、じゃあ全てそうしなければいけ
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ないのかというと、それは様々な、住民の利益、スピード感、様々なもの含めて、総体的に

考えた時に、そのようにしたほうがいいものと、それは町長の権限でやってもいいものとい

う準的なものは国も、県も、町も、自ずとあろうかと思います。そのことは十分おわかりか

と思います。ですから、条例を議会の議決を経たうえで交付する。規則、その他のものは町

長が署名して、決裁して交付すると。そこで効力が発します。ですからここに、先ほど農林

振興課長申し上げました要綱等につきましても、きちんとした目的が掲げてありますので、

これはあの、いろいろなご質問、お質しをいただいて、勿論結構なんですが、そういった趣

旨でやっておりますので、物事の軽重といいますか、全部大事なことは間違いありませんが、

予算の審議に付すわけですから、その中でその議員の資料要求あったように、こういった要

綱に基づいて提案させていただきましたということで、今回この機会を得ているわけですか

ら、全てが全て全部というのは、なかなか現実的対応としては難しいということは、国も、

県も、市町村もあろうかと思います。そういった中で、議会の議決に付すべきものは付す。

町長が決定すべきものは決定するということで、様々な分野に亘って行財政につきましては、

そのようになっているものというふうに理解しておりますので、併せて、改めましてご理解

をいただきたいと思います。 

◯議長（齋藤邦夫君） ７番、酒井右一君。 

◯７番（酒井右一君） ２回目だったろうか、３回目だったろうか。 

◯議長（齋藤邦夫君） ３回目です。 

◯７番（酒井右一君） ３回目か。まあ、あの、執行権者の話は理解できませんが、わかりま

せん、わかりませんが、やはり公平・公正な予算の執行と事業に心がけていただきたいもの

であります。 

  それで、これは本当の町政の執行権者に聞きたいわけですが、まあ今回も含めて一般質問、

それから以前からずっとまあ、山岸議員なんかもおっしゃっておりましたが、いわゆる生活

が困窮をされておる。所得が低い。つまり医療・福祉分野についての補助金を、なんとかひ

とつ、予算をいただけませんかという諸々の要求があるわけですが、これについてはなかな

かその、こうおっしゃるわけですよ。まあ、お話を引用するわけですが、町長は常々、新規

補助事業等は、持続性やその安定性を重視し、慎重にならねばならないと。安定性や持続性

ですから、補助をするにあたって、その補助をする価値が持続的に続くかどうかということ

を議論されておる。そして、制度の安定性を言っておられます。これは単発で、２６年度産
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米が下落したから、その補填をするということと非常にこの、矛盾がありますが、これまで

の町長見解と、この補助金の、２６年度産米の価格下落に対する公金の支出について、公平

であるのか、不公平、産業間になりますよ、あるいは住民の間でですよ、もらえる方はだい

ぶもらえますね。私あの、種は農協から、米屋から買ってませんので、これは該当にならな

い。タキイから買っていますから。そういった意味で、かなりその、公平性に欠ける側面を

持ったものであるなと。しかしその、わかりますよ、その２６年の際、下落したから、これ

は大変だろうと。私もそう思いますから、やってください。ただ、公平・公正に、条例なり

規則、再三問題になっておりますその要綱というものがあるんであれば、王道を歩いていた

だきたいなと。まだ私の町政の基本は、やはり困った人を税金で救って差し上げるというこ

とは、公平に万遍なくというふうに思っておりますので、このことと町長のこの単発的な、

その２６年産米。私はこれ矛盾だと思いますが、この矛盾を解決する、町長だと思いますが、

執行権を持たれるわけですから。お伺いします。まあ、要約しますと、常にその、新規事業

への補助金の持続性の安定性や、問題視して至純ならざるを得ないということで、そういっ

た態度で政策執行、補助金執行にあたってこられた町長が、この補助金については単発で、

しかも議員から提案があったわけでもないし、３月の議会においては災害復興基金を財源に

しておられた。そのために下げられたかどうか知りませんが、一旦下げておられるわけです。

もう一回やるなんていうのは私は聞いてませんし、当局内ではそういうふうな決意を固めて

おられたのかもしれませんが、一旦は下げておられるわけです。広い意味では一時不再議と

いうことになるんですが、この辺をひとつお伺いいたします。 

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

◯町長（目黒吉久君） 財源、税のお金の公平・公正な使い方、公正・公平性をどう捉えてん

だというお話でありますが、当然、高齢化社会や社会福祉関係も、そういった趣旨に沿って、

今、現状必要なものをいろいろと論議させてもらいましたが、かなりの全体的なバランスの

中で執行させていただいていると思っております。ただ今般の課題につきましては、一般質

問等々の前段の大きな、皆さん方の主張も、ふるさと創生ということ、地方創生と言われて

いるときに、どういうあの、まちづくりしていくんだということが一番貴重の質問が多かっ

たんだろうと思いますが、今の高齢化社会をきたしている、ひとつのこの、我々のこの地方

の山村の一番の現状というのは人口が流出して担い手がいなくなって、そこから引き起こさ

れた高齢化問題であったり、社会福祉の問題であったり、少子化の問題が出ているわけです
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よ。ですから、一つは経済ということも、我々のユネスコエコパークの中での一つの、三つ

目の大きな課題としての持続的な地域資源を活用した地域づくり、その経済活動、経済社会

活動をどうするかということが今問われているという中で、自分達の今後の取捨選択の中で

の政策としての、私は産業基盤という、この農林業という大きな従来からのこの地域が抱え

ている基盤としての産業を、これをどうにかしなければ、それから先の観光であったり、商

工関係であったり、この連関したひとつの地域社会の経済活性化は生まれないと。そして、

そういったことの基盤をやはり守り育てていくことが、またこの地域の担い手をつくってい

くわけですから。そして、子供が生まれていくわけですから。その連関の中で重要な政策だ

と捉えているわけです。ただ今般の、この事業が、それでもって解決するとか、２７年度だ

けの事業だというのも、これはひとつ正直に言えば苦しまぎれの施策ではあります。今また

改めて、ですから農林業も含めて、また地域のひとつのブランド化というものをどう図り、

それぞれ生産されるものも付加価値を高めて今の市場競争社会の中で、只見町で生産される

ものも地域循環型を前提としながら、外に向かっての手を打っていかなきゃいけない。そう

いう環境の中で米価そのものは今、米価の下落に対して、下落を保障するようなことは只見

町の力ではできません。国ももう、これは捨てました。若干の段階はありますが。ですから

改めて、農業分野、こういったかつてからのこの地域の基盤産業であったものをこれからど

う立て直していくかを、今これからは本当にまた、さらに今、担当課と一緒になって、また

皆さんの知恵も借りなきゃいけませんが、つくりあげていかなきゃいけない時代なんです。

ただ今般はとりあえず、こういった中でも、この状況の中で生産意欲のほんのわずかな、ほ

んのわずかなお金でしかありませんが、こういう状況の中でのひとつの気持ちを、支えてい

ただけるかどうか、そういった想いの中で、こういった施策を出させてもらって、今皆さん

にどうですかねということでご審議をいただいているわけでございます。どうか私は、もう

基本的には産業、地域経済、地域振興の施策を、財源を投じるということは、議員のおっし

ゃるその公平・公正というそのことの捉え方は、若干、ひょっとすれば、違い、食い違い、

理解の仕方がどこか違っているのかもしれませんけれども、この件は、やはりそういうもん

だろうと私は思っております。そういった意味で、やはりこの点に対して町としての施策が

取れる方法、方便、手段をいろいろ、職員と一緒になって知恵を出して、ここの、これから

先の財政的な、改めてまだまだこれからも、農業振興なり、いろんな産業振興のその制度を

変えていかなければ、つくりあげていかなければいけないのかなと、そういう想いでござい
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ます。そこのひとつの一環として、今般のこの提案させていただいたものをご理解いただい

たうえで、尚且つまた、さらなる今後の対応のあり方もなんとか見出していきたいなという

ような想いでおります。 

  以上です。 

◯議長（齋藤邦夫君） ほかにありませんか。 

◯７番（酒井右一君） 補助政策の公平・公正についてお尋ねいたしました。たいしたことの

ないお金、といいましても、これだけのお金がありますと、福祉灯油でありますとか、医療・

福祉のほうにも使えるわけですから、そういうその、分野ごとのバランスについてどうお考

えかということをお伺いしました。先ほど。 

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

◯町長（目黒吉久君） 分野ごともいろいろ種々、いろんな（マイクなし 聴き取り不能）分

野において、それぞれ予算を計上して、皆さん方のご審議をいただいてやっているわけです

から、それはあの、全然私は問題ないと思っております。やはりですね、公平・公正にそれ

はやっていかなきゃいけませんが、やっぱあの、地域振興なり産業振興という、そのところ

にはやっぱり、皆さんと一緒になって、もう少し重点的に具体的な案を出し合ってですね、

やっていくことが今、只見町にとっては大事ではないのかなというふうに思っております。  

◯議長（齋藤邦夫君） ほかにございませんか。 

  ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） これで質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終わります。 

  採決をいたします。 

  議案第６２号 平成２７年度只見町一般会計補正予算（第１号）については原案のとおり

可決するにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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◯議長（齋藤邦夫君） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第６２号は原案のとおり可決されました。 

 

◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎議案第６３号の上程、説明、質疑、採決 

◯議長（齋藤邦夫君） 続いて、日程第１２、議案第６３号 平成２７年度只見町国民健康保

険事業特別会計補正予算（第１号）を議題といたします。  

  朗読を省略し、直ちに議案の説明を求めます。 

  保健福祉課長。 

◯保健福祉課長（馬場一義君） それでは、議案第６３号 平成２７年度只見町国民健康保険

事業特別会計補正予算（第１号）につきましてご説明申し上げます。  

  まず第１条としまして、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１３５万４，０

００円を減額し、歳入歳出それぞれ５億６，３６４万６，０００円とする内容でございます。  

  ページをお開きいただきまして、３ページの歳入総括をご覧いただきたいと思います。ま

ず歳入でございますが、先ほど可決をいただきました国民健康保険税の見直しによる増額１，

１００万円ほど。それに見合う形で繰入金の１，１００万の減額。これが大きな内容となっ

てございます。 

  次、４ページにまいりまして、こちらのほうでは介護納付金、それから共同事業拠出金、

保健事業費。こういったところの減額をしまして予備費で調整を行っている内容でございま

す。 

  ５ページにまいりまして、保険税の１の一般被保険者分でございますが、こちらは国保税

率改定に伴っての数字の調整でございます。それから退職者分についても同様でございます。

高額医療共同事業負担金については額の確定によります。次、６ページにまいりまして前期

高齢者交付金。こちらのほうも数字確定してまいりましたので調整でございます。それから

県の負担金、高額医療費共同事業負担金。こちらは負担金分の減額という内容でございます。

それから基金の繰入金を１，１００万円減額となっております。そのほか諸収入として９０

万２，０００円の減額という内容でございます。 

  ７ページの歳出にまいりまして、こちらのほうは金額の微調整でありますけども、後期高



- 208 - 

 

齢者支援金。それから前期高齢者納付金、介護納付金。改定に伴っての調整でございます。

次のページ、８ページにまいりまして、高額医療費の拠出金と保険財政共同安定化事業拠出

金でありますが、税率改定の資料でも説明申し上げましたけども、交付超過といった状況に

なっておりますので、負担金分の予算の減額を行うということであります。それから特定健

診の事業費の金額の減額とありまして、予備費１４４万２，０００円を増額をしまして予算

を調整させていただきました。 

  以上、よろしくお願いをいたします。 

◯議長（齋藤邦夫君） これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終わります。 

  採決いたします。 

  議案第６３号 平成２７年度只見町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）は原案

のとおり可決するにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第６３号は原案のとおり可決されました。 

 

◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎議案第６４号の上程、説明、質疑、採決 

◯議長（齋藤邦夫君） 続いて、日程第１３、議案第６４号 平成２７年度只見町国民健康保

険施設特別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

  朗読を省略し、直ちに議案の説明を求めます。 
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  保健福祉課長。 

◯保健福祉課長（馬場一義君） 議案第６４号 平成２７年度只見町国民健康保険施設特別会

計補正予算（第１号）であります。 

  こちらは予算の総額、歳入歳出それぞれ１４３万円を追加をしまして、歳入歳出それぞれ

４億７，９００万円とする補正内容でございます。 

  ３ページの歳入総括をご覧いただきたいと思います。歳入につきましては、繰越金としま

して１４３万円の増額をお願いする内容でございます。  

  それから、４ページにまいりまして歳出の大まかな内訳でございますが、診療所費の増額

をお願いして予備費を減額して調整をさせていただきたいという内容でございます。  

  ６ページの歳出でございますが、まず医師住宅費の需用費、灯油、電気料でありますけれ

ども、今年度から派遣をいただいております中央病院の看護師の方２名来られておりますけ

ども、そちらのほうの住宅の灯油、電気料につきまして、新しい住宅ということもありまし

てデータがなく、１か月間のデータを見ましたところ、今後不足が見込まれるということで

今般、増額をお願いしたいというものであります。それから医科管理費の手当につきまして

は、こちらはですね、異動に伴う分の調整でございます。それから旅費、派遣医師旅費の旅

費ということでございますけども、医師体制等々変わりましたので赴任金旅費、こういった

ものについて増額をお願いをするものでございます。それから８番の歯科医療機械器具費で

ありますが、歯科用の一般備品としてモデルトリマーという器具が経年劣化で更新をしなけ

ればならないということで１１万４，０００円の増額をお願いしてございます。予備費１７

万９，０００円を減額をして予算を調整しております。  

  給与費明細書につきましては職員手当分の減額という部分でございますのでご覧をいただ

きたいと思います。 

  以上、よろしくお願いを申し上げます。 

◯議長（齋藤邦夫君） これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  ４番、山岸フミ子君。 

◯４番（山岸フミ子君） これ、補正予算という感じではないんですが、その、医師住宅のと

ころで、ちょっと関連でお願いというか、したいと思うんですが、というのは、私の住んで

いる地域で医師住宅が３軒あるんですが、住民のその隣近所の方が、その住宅にどの先生が
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住んでおられるのか。顔も、声も聞いたことないということをよく言われるんですが、赴任

してこられた時に、まあ、全部の町民というわけにはいきませんが、隣組というような、交

流の意味も含め、また家庭医という、言われている中で、それぐらいのことが必要じゃない

のかなと感じましたので、是非、あれしてください。考えていただきたいと思います。  

◯議長（齋藤邦夫君） 保健福祉課長。 

◯保健福祉課長（馬場一義君） 黒谷地内、医師住宅、たしかにいくつかございまして、医師

の先生方、ご多忙でいらっしゃるということはありますけれども、議員おっしゃるように、

一般的なその、地域の方々との交流、お付き合いというものは大切にしなければならないと

いうふうに思いますので、そういったところにも心がけていただけるように、診療所の方々

ともお話をして進めてまいりたいと思っております。 

◯議長（齋藤邦夫君） ほかにありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） これで質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終わります。 

  採決いたします。 

  議案第６４号 平成２７年度只見町国民健康保険施設特別会計補正予算（第１号）は原案

のとおり可決するにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第６４号は原案のとおり可決されました。 

 

◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎議案第６５号の上程、説明、質疑、採決 

◯議長（齋藤邦夫君） 日程第１４、議案第６５号 平成２７年度只見町介護保険事業特別会
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計補正予算（第１号）を議題とします。 

  朗読を省略し、直ちに議案の説明を求めます。 

  保健福祉課長。 

◯保健福祉課長（馬場一義君） 議案第６５号 平成２７年度只見町介護保険事業特別会計補

正予算の（第１号）につきましてご説明を申し上げます。 

  まず第１条としまして、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６７７万９，００

０円を追加をしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ６億７，１７７万９，０００円とす

る内容でございます。 

  歳入歳出の内訳でございますけども、３ページの歳入総括をご覧いただきたいと思います。

保険料減額。それに見合う形で繰入金が入っております。こちらは本日、午前中に議決をい

ただきました低所得者の介護保険料の減額評価といった部分で保険料減額になる分を新たに

国・県・町で負担をすると。その分の増減であります。それから前年度からの繰越金６７７

万９，０００円を見込んでございます。 

  ４ページにまいりまして歳出の総括でございますが、諸支出金。こちらのほうの増額。そ

れから予備費減額で調整をさせていただきたいと思います。  

  ５ページの歳入の明細でございますが、１号被保険者の保険料。こちらが条例改正に伴う

分として１１３万４，０００円の減額。そして、繰入金ということで、その分の公費負担１

１３万４，０００円の増額であります。それから繰越金は前年からの繰越金というところで

あります。 

  ６ページにまいりまして、諸支出金でありますが、償還金ということで前年度の国庫負担

金と県費。そういったものについての精算分。こちらの返還として６８５万円ということで、

予備費７万１，０００円を減額をしまして予算を調整をさせていただきました。 

  以上、よろしくお願いをいたします。 

◯議長（齋藤邦夫君） これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 
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  討論ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終わります。 

  採決いたします。 

  議案第６５号 平成２７年度只見町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は原案のと

おり可決するにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第６５号は原案のとおり可決されました。 

 

◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎議案第６６号の上程、説明、質疑、採決 

◯議長（齋藤邦夫君） 続いて、日程第１５、議案第６６号 平成２７年度只見町簡易水道特

別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

  朗読を省略し、直ちに議案の説明を求めます。 

  環境整備課長。 

◯環境整備課長（酒井惠治君） 議案第６６号 平成２７年度只見町簡易水道特別会計補正予

算（第１号）について説明をいたします。 

  第１条としまして、歳入歳出それぞれ１０万６，０００円を追加し、歳入歳出の総額を歳

入歳出それぞれ４億６１０万６，０００円とする内容でございます。  

  ５ページをご覧ください。歳入につきましては繰越金１０万６，０００円をもちまして歳

入予算を編成しております。 

  次、６ページ、歳出でございます。水道総務費、給料、職員手当、共済費につきましては

人事異動に伴う補正でございます。予備費２１万円を減額いたしまして予算を編成しており

ます。 

  ７ページにつきましては給与費明細書でございますのでご覧ください。  

  以上、よろしくお願いします。 
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◯議長（齋藤邦夫君） これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  ８番、目黒仁也君。 

◯８番（目黒仁也君） 町直営水道のことではございません。給水施設の関係でありますが、

関連でお伺いをしたいことが１点ございます。これはもう、町当局ご存じであろうかと思い

ますが、布沢・太田地区、春先、集落前の山、山崩れが起きました。で、住家前のいわゆる

沢、すぐ下まで、いわゆる倒木が落ちてきたと。でまあ、雪崩止めは、たぶん雪が多かった

んだろうと思いますが、途中、壊れた様子はないわけであります。そんな状況が今あります。

で、このそばに何軒かで給水されておられます、いわゆる給水施設があるわけであります。

で、今、その状況も非常に、今後不安だということで、まして今回の山崩れにつきましては

４４年災以降のことで集落の方々、大変今心配しておられる状況であります。で、集落の中

で、いわゆる今の猫渕清水を活用して、給水施設を一本化したいという協議があるようであ

ります。で、給水施設の場合、今の町の、いわゆる公共事業補助金規則で該当いたしますと、

大体、一世帯当たりの負担が１５万程度になっているということであります。で、今、あそ

こに住んでおられる方々、それは昔は、若いころは元気で仕事しながら農家やっておられた

ということでありますが、やはり高齢・過疎の中で、なかなかその、まして年金というなか

では、なかなかその負担が大変だと。で、場合によっては、いわゆるこの集落内の計画も、

俺はやはり大変なんで加入できないというようなこともありそうな状況もあるわけでありま

す。で、これは一例でこの給水施設のことでありますが、やはりあの、いろんな制度、要綱

なりが、実態、いわゆる町民の生活実態に合わなくなっているんではないかと。で、今の要

綱自体も相当古い要綱でありまして、それをなかなか今、そのまま充てようと思っても、年

齢がいったり、収入が減ったりでなかなか実態に合わない。町民の生活に合わない。これが

やはり今の町内の過疎化の実態ではなかろうかなというふうな思いもあります。で、これを

今すぐこれをどうこうではありませんが、例えば今、第７次の計画づくりも入っておられる、

勿論、地方創生もやっておられるわけでありまして、やはり今後の課題としてですね、やは

り今の様々な規則、要綱。これはもう少し抜本的な見直しを図っていただいて、やはり今の

町民の生活実態に合うような内容に今後、検討いただきたいんですよ。このことを太田の例

を挙げて申しておりますけども、まあそういった例がたぶん、給水施設だけじゃなくて、他

にもあろうかと思います。この件は今後のことでありますから、一言答弁いただければ、ま
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た今後のことでありますので、結構であります。ですから、この事例をひとつ捉えられて、

今後の考え方を一言ご答弁をいただきたいというふうに思います。 

◯議長（齋藤邦夫君） ただ今の発言は、本議案に関係ございませんけれども、発言者の要望

でございますので、環境整備課長の答弁を許します。 

◯環境整備課長（酒井惠治君） まず町の全体的なことは、まあ、別の部署としまして、給水

施設の関係だけを申し述べさせていただきます。 

  太田地区の実態は私も現地に行きまして把握をしております。まあ、頂上部からの崩壊が

ありまして、その上を、雪崩防止柵の上を雪と一緒に落ちたということであります。幸いに

も河川の左岸で止まりまして住家には影響がなかったということであります。まあ今後もそ

の推移を見守って被害が大きくならないようにしたいというふうに思っております。  

  給水施設。そこから水を引いておられる関係につきましては、今、水が断水したというこ

とはないというふうに聞いております。 

７次振興計画の中にそういうような安全・安心な暮らしということで、それは勿論、盛り

込まれるものだろうというふうには思っております。６次につきましても、上下水道の整備

ということで集落営給水施設の改善事業の実施ということがございます。水が足りなくなっ

たり、濁ったりした箇所もございます。塩ノ岐、そして篠輪、浮島等々で、その改善に努め

てきたところであります。７次振興計画の中にもそういうものを盛り込んでいただいて、そ

の給水施設の整備には必要な個所につきましては行っていきたいというふうに思います。た

だ、２件、３件、そういうのがばらついておりますと、それを統合するということはなかな

か、水量の関係もありますので、その使用者また地元と協議をしながら、安全な水の供給を

できるように、簡易水道はしていきますけども、集落営につきましても同じような考え方で

努めてまいりたいというふうに思っております。 

◯議長（齋藤邦夫君） ほかにございませんか。 

  ２番、藤田力君。 

◯２番（藤田 力君） 目黒議員と同じような、太田集落の共同簡易水源といいますか、のこ

とでございます。で、私も、この春から何回も太田の人に呼ばれまして見せていただきまし

た。本当にあの、もう一回雪崩がくると、その、給水しているパイプが遮断される可能性が

おおいにある。で、今回、地滑りが起こったのは、やはりあの、雪があったんで滑っちゃっ

たということに思います。私は先ほど、大変あの、失礼なんですが、目黒議員は今後の課題



- 215 - 

 

というふうにおっしゃいました。で、私はいつ、それが、あの山が動いているというお話も

ございますので、いつ、そのパイプ、わずかあの５０ミリくらいのパイプです。それが遮断

するかどうかは、本当に神様でもなければわかんないといったような状態であります。私は

あの、昨日、一昨日と一般質問でもやはり地方創生とか、そうした移住だとか、いろんなこ

とが議論になりました。私はやっぱりあの、簡易水道であれば、町ですぐ修理してもらえる

んですが、簡易水道のない地域あるいは風前の灯のような形で毎日水を使っている地域。そ

れはやはり、基本のライフラインでもあり、生きるにはどうしても水が必要なわけです。是

非あの、このことについて、今後、経済委員会でもたしか取り上げるようになろうかなと思

いますが、是非、町当局で、今、目黒議員も申されました、１５万の負担というのが、本当

に集落の中でやるとなれば、例えば参画をするが半分になっちまうといったようなこともご

ざいます。それを７次の振興計画まで待たないで、要は先ほどらい、町長の規則とか、要綱

とか、そういったものに、町長の範囲内でそれができるのかなというふうに思います。是非

これについては、もし壊れたら、早急に、要は対応をしていただくといったような英断も含

めまして、一戸５万円程度の負担が、私としてはもう、限界かなというふうに思います。あ

るいは生活の豊かな人とそうでない人の割を付けるとか、何らかの、要は高齢化時代の中で、

本当に仕事もままならないといったような中での対応を是非ご検討いただきたいと思います。

総花的になってしまいますが、町長、一言お願いします。 

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

◯町長（目黒吉久君） 集落給水施設。今それぞれ二人の、御二方の議員から課題といろいろ

おっしゃっていただきました。認識は私も同じに持っておりますので、現実の流れの中で、

またあの、今おっしゃっていただいた場所に対しては、その場所に対してどうするか。あと

全体的にこういったあの、集落水道といったものに対してどう対応していくかは、同じよう

な認識の中で検討させていただきたいというふうに思います。  

◯議長（齋藤邦夫君） 本議案についての質問ございませんか。ほかに。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕。 

◯議長（齋藤邦夫君） これで質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 
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◯議長（齋藤邦夫君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終わります。 

  採決をいたします。 

  議案第６６号 平成２７年度只見町簡易水道特別会計補正予算（第１号）は原案のとおり

可決するにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第６６号は原案のとおり可決されました。 

 

◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎議案第６７号の上程、説明、質疑、採決 

◯議長（齋藤邦夫君） 日程第１６、議案第６７号 平成２７年度只見町交流施設特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。 

  朗読を省略し、直ちに議案の説明を求めます。 

  観光商工課長。 

◯観光商工課長（渡部公三君） 議案第６７号 平成２７年度只見町交流施設特別会計補正予

算（第１号）を説明申し上げます。 

  第１条といたしまして、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２７０万円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６，９７０万円とする内容でございます。  

  ページをめくっていただきまして５ページをお開き下さい。先ほど一般会計で繰出しを議

決いただきましたが、一般会計からの繰出しをもって２７０万円を歳入で受けます。 

  続いて６ページでございますが、その受けた２７０万円をもって歳出予算を組みます。内

容的には施設整備費として需用費の修繕料に２７０万円を充当するものでございます。修繕

の中身としましては、今年３月に源泉ポンプが故障いたしまして、予備のポンプを今投入し

ておりますが、その引き上げました不具合が発生したポンプを修繕して予備に備えるという

内容でございます。よろしくお願いいたします。 

◯議長（齋藤邦夫君） これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 
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  ７番、酒井右一君。 

◯７番（酒井右一君） 俺もよくわかるわけでありますが、予備ポンプって今は、本ポンプ、

予備ポンプっていう言い方をすればだが、二つあるんわけなんだけど、どこで保管、メンテ

ナンスしているんですか。 

◯議長（齋藤邦夫君） 観光商工課長。 

◯観光商工課長（渡部公三君） どこでと言われますと、業者 

          〔「いやいや、場所」と呼ぶ者あり〕 

◯観光商工課長（渡部公三君） 場所。これはあの、実はあの、当初、その、予定ポンプをお

かもとポンプで購入してございまして、そこで修繕したものを保管していただいて、緊急の

際に入れ替えるという内容でございます。 

◯議長（齋藤邦夫君） ほかにございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕。 

◯議長（齋藤邦夫君） これで質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終わります。 

  採決をいたします。 

  議案第６７号 平成２７年度只見町交流施設特別会計補正予算（第１号）は原案のとおり

可決するにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第６７号は原案のとおり可決されました。 

 

◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎議案第６８号の上程、説明、質疑、採決 

◯議長（齋藤邦夫君） 続いて、日程第１７、議案第６８号 平成２７年度只見町集落排水事
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業特別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

  朗読を省略し、直ちに議案の説明を求めます。 

  環境整備課長。 

◯環境整備課長（酒井惠治君） 議案第６８号 平成２７年度只見町集落排水事業特別会計補

正予算（第１号）について説明をいたします。 

  第１条としまして、歳入歳出それぞれ１，２８１万６，０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ３億３，２８１万６，０００円とするものでございます。  

  ５ページをご覧ください。歳入でございます。一般会計から繰入れまして１，２８０万。

前年度の繰越金１万６，０００円で歳入予算を編成しております。  

  ６ページの歳出をご覧ください。総務管理費につきましては人件費に係る補正でございま

す。施設整備費、委託料、工事請負費につきましては管路新設１１０メーター分の予算をお

願いをしております。予備費６９万１，０００円を減額しております。  

  ７ページ、給与費明細書でございます。よろしくお願いいたします。  

◯議長（齋藤邦夫君） これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕。 

◯議長（齋藤邦夫君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終わります。 

  採決をいたします。 

  議案第６８号 平成２７年度只見町集落排水施設特別会計補正予算（第１号）は原案のと

おり可決するにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第６８号は原案のとおり可決されました。 
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  ここで、暫時、休議をいたします。 

   

     休憩 午後２時４９分 

 

     再開 午後３時１０分 

 

◯議長（齋藤邦夫君） それでは、開議いたします。 

 

◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎専決処分の報告について 

◯議長（齋藤邦夫君） 日程第１８、報告第１号 専決処分の報告についてを議題といたしま

す。 

  それでは、専決第１号 只見町税条例の一部を改正する条例から、順次、担当課長より説

明を求めます。 

  町民生活課長。 

◯町民生活課長（馬場博美君） それでは、専決第１号の報告の前に、議員各位にお詫びを申

し上げる時間をいただきたいと思います。 

  今回の専決処分にあたりまして、只見町税条例等の一部を改正する条例につきまして、特

に軽自動車税の適用開始時期を一年間延長し、平成２８年度から適用することに対しまして、

国や県からの不確定な内容ではありましたが、改正情報があったにもかかわらず、担当常任

委員会をはじめ、事前に相談すべきであり、説明不足がございました。今後につきましては、

改正等、情報が流れてきた場合には丁寧な説明に努めさせていただきますのでよろしくお願

いしたいと思います。 

  それでは、説明に入ります前に、資料の配付の許可をお願いします。  

◯議長（齋藤邦夫君） はい、許可いたします。 

          〔資料配付〕 

◯町民生活課長（馬場博美君） それでは、専決第１号 只見町税条例等の一部を改正する条

例についてご報告させていただきます。 
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  地方税法の一部を改正する法律の交付に伴う改正でございまして、主な改正内容といたし

ましては今ほど配りました資料２のほうをご覧いただきたいと思いますが、一つ目として、

マイナンバー制度に伴う個人番号または法人番号等の規定を整備するものでございます。二

つ目としまして、個人住民税における住宅ローン制度の適用開始を平成３１年６月３０日ま

で、一年半の延長とするものでございます。三つ目としまして、軽自動車税でございますが、

電気自動車等一定の環境性能を有する軽四輪等について、軽自動車税のグリーン化特例、経

年税率が新設されることに伴う改正でございます。それと併せまして、平成２７年度分以後

の、年度分の軽自動車税について、適用するとされていた税率について、適用開始時期を一

年間延長し平成２８年度から適用されるものでございます。軽自動車税につきましては資料

のナンバー３のほうをご覧いただきたいと思いますが、まず①番としては先ほどと重複する

ところもございますが、平成２７年度分から税率を約１．２５倍から１．５倍、最低２，０

００円に引き上げる予定でしたが、平成２７年度税制改正により一年間延長されました。二

つ目として、平成２８年度課税時にグリーン化特例、軽減課税が適用されますということで、

それぞれ原付から小型特殊自動車、軽四輪等のグリーン化特例、そして裏側にいきまして、

変更はございませんが、軽四輪等の２７年度・２８年度の税額についてお示しさせていただ

いておりますのでご覧いただきたいと思います。特に裏面の軽自動車等につきましては２７

年の３月３１までの登録分につきましては従前の税額でいきます。２７年の４月以降に登録

されたものについては軽の乗用の自家用ですと１０，８００円。貨物の自家用ですと５，０

００円というような金額になります。それと併せて登録から１３年か経過したものについて

はそれぞれの金額で増額となっているものでございます。  

  ナンバー２のほうに戻っていいただきたいと思いますが、改正内容の④といたしましては、

固定資産税で土地の負担調整措置について現行の仕組みを３年間延長されます。それと土地

に関して課する固定資産税の特例期間、土地の価格の特例期間、宅地等に対して課する固定

資産税の特例期間、農地に対して課する固定資産税の特例期間を平成２４年度から平成２６

年度とあるものを、平成２７年度から平成２９年度に改正するものでございます。五つ目と

しまして、特別土地保有税についてですが、課税の特例期間を平成２４年度から平成２６年

度とあるものを、平成２７年度から平成２９年度に改正するものでございます。  

  概要については以上でございます。 

  続いて、専決第２号のほうの説明をさせていただきたいと思いますが、資料の配付を許可
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願います。 

◯議長（齋藤邦夫君） はい、許可いたします。 

          〔資料配付〕 

◯町民生活課長（馬場博美君） 続きまして、専決第２号 只見町税特別措置条例の一部を改

正する条例でございますが、今ほどお配りいたしました資料のほうをご覧いただきたいと思

います。新旧対照表となっておりまして、右側の改正前の振興山村の名称のところが、改正

後、産業振興施策促進区域というような変更となります。そのほかにつきましては、山村振

興法、過疎法に係る適用期間の延長となりまして、平成２７年３月３１日までのものが平成

２９年３月３１日まで延長されるものでございます。 

  続いて、専決第３号でございますが、資料の配付を許可願います。  

◯議長（齋藤邦夫君） 許可いたします。 

          〔資料配付〕 

◯町民生活課長（馬場博美君） それでは続きまして、専決第３号 只見町国民健康保険税条

例の一部を改正する条例について報告させていただきます。  

  今ほど配付させていただきました新旧対照表と併せて資料ナンバー２のほうを見ていただ

きたいと思いますが、今回の改正内容につきましては課税限度額の引き上げでございます。

医療給付費分の課税限度額が５１万円から５２万円に、後期高齢者支援金分の課税限度額が

１６万円から１７万円に、介護給付金分の課税限度額が１４万円から１６万円に改正されま

した。下の表につきましては２６年度と２７年度の対比で記載させていただいております。

②のほうとしましては、５割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険

者の数に乗ずべき金額が２４万５，０００円から２６万円に改正。２割軽減の対象者につき

ましても４５万円から４７万円に改正されております。下の表については計算例ですので２

６年度・２７年度のほう、このような金額の改正がされたということでご報告いたします。 

  以上です。 

◯議長（齋藤邦夫君） 総合政策課長。 

◯総合政策課長（渡部勇夫君） 続きまして、専決第４号 平成２６年度只見町一般会計補正

予算（第１１号）を説明いたします。 

  第１条、歳入歳出予算の補正でございますが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ１億２，４３１万７，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５６
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億９，９４１万８，０００円とするものでございます。  

  第２条が繰越明許費の補正でございまして、別表第２表によります。第３条が地方債の補

正、第３表によります。これを地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、議会の議決に

より指定された町長の専決処分事項について上記のとおり専決処分すると。３月３１日付で

ございます。 

  ページめくっていただきまして、７ページからご覧をいただきたいと思います。これが先

ほど申し上げました第２表、繰越明許費の補正でございます。総務費、農林水産業費で、そ

れぞれ事業名、役場庁舎新築事業、交流施設特別会計繰出金ということで、このような内容

となっております。変更といたしましては商工費で、それぞれ自然公園等施設整備事業、観

光施設のマイマイガ対策事業という内容になってございます。  

  ８ページが第３表、地方債補正でございまして、辺地対策、臨時財政対策、緊急防災・減

災事業ということで、それぞれ、左側の限度額から右側の変更後の限度額にそれぞれ金額の

変更でございます。 

  それから、次、続きまして、１１ページから歳入に入ります。  

  まず町税でございますが、町民税につきましては個人町民税、法人町民税ともそれぞれ伸

びまして、合わせて５４０万円余りの増額でございました。町税につきましても、この表の

とおり伸びております。軽自動車税、微増でございます。町たばこ税も同様でございます。

１２ページ、入湯税は微減と。自動車譲与税は、国からの、譲与税でございますので、国の

ルールに従って、それ以外の揮発油譲与税、利子割交付金というふうに若干減っております。

配当割は逆に伸びております。以下、株式譲渡、地方消費税も国のルールに従って、自動車

取得税交付金も同様の考え方でございます。１４ページ、地方交付税２億５，３４６万９，

０００円と大きく増えました。これは特別交付税の伸びでございます。主に豪雪でございま

した。そういった大きな理由等がございます。あとは震災復興特別交付税ということで、主

にそのような理由から大きな伸びとなりました。以下、交通安全対策は若干減っております。

あとは負担金につきましては保育所関係で若干増えたと。１５ページが分担金でございます

が、それぞれ説明欄をご覧いただきたいと思います。１２ページ、使用料につきましては、

それぞれ経済、土木、教育使用料。右側の説明欄の実績に基づいてこのようになってござい

ます。１６ページ、今度は手数料でございますが、これまた右側の説明欄の内容でそれぞれ

増えております。次、国庫負担金は若干、衛生費関係が減じました。１７ページ、国庫補助
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金につきましてもそれぞれ右側の説明欄に記載をさせていただいておりますが、この中で大

きいのが土木費国庫補助金の中の道路橋梁費補助金の中で、臨時道路除雪事業費補助金１，

６００万円。これも除雪によりまして国の計らいでこのような補助金を増額されたところで

ございます。１７ページ、国庫委託金はご覧ください。１８ページも引き続き、国庫委託金

でございます。それから、次、県支出金でございますが、それぞれ総務、民生、衛生と、実

績に基づいたものでございます。県補助金もそれぞれ、民生費関係でございますが、実績に

基づいたもの。以下、衛生費、農林水産業費と、それぞれ事業実績に基づいて精査されたも

のでございます。商工費、土木費はご覧いただきたいと思います。２０ページ。今度、県委

託金ですが、それぞれの受託した統計、選挙含めまして、それから教育、土木関係ございま

すが、このような内容の事業執行にあたっての整理でございます。財産収入は財産貸付収入。

それから下の２１ページの財産売払収入というように、それぞれその実績に基づく整理でご

ざいます。寄附金につきましては自然首都・只見応援基金は、寄付金は９７万円ということ

で昨年の１２月からクレジットでできるようにしまして、２月１４日からは返礼品をすると

いうことで、そのようなことも増額の理由にあったのではないかというふうに分析しており

ます。２１ページは基金繰入金。事業実施のために基金の繰入を考えたわけですが、結果と

してこれを基金に戻すと。残高がまた増えるということになりますが、そういった内容でご

ざいます。２２ページも引き続きでございます。特別会計繰入金はご覧いただきたいと思い

ます。諸収入につきましてもご覧いただきたいと思います。２３ページ、雑入でございます

が、過年度収入で豪雨災害の農業関係、再取得、中小企業関係と、ここで基金との関係でこ

こに載ってまいります。それから雑入は右側の説明欄のとおりでございますのでご覧をいた

だきたいと思います。それが２４ページの中ほどまで続きます。で、次が町債でございまし

て、それぞれ事業実施に伴いまして、臨時財政対策債の減額が目立ちますが、実績に基づい

てそれぞれ減額、もしくは微増という内容でございました。  

◯総務課長（新國元久君） 続きまして、２５ページであります。 

  歳出に入らせていただきます。 

  まず議会費であります。職員手当、委託料、バス運転委託料、議事録調整委託料等であり

ます。そして備品購入費。年度末までに執行させていただきまして不用の額を減額というこ

とで専決処分をさせていただきたいものであります。 

  続きまして、中段からであります。総務管理費、一般管理費でありますが、報酬、給料、
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共済費。共に年度末までの不用額を整理させていただいたものであります。続きまして、２

６ページであります。２６ページ、賃金、旅費、町長交際費でありますが、これにつきまし

ても同様であります。需用費につきましては１５５万２，０００円の減額ということであり

ますが、大きなものは燃料費。これにつきましては当初見積もったより燃料の値下がりが一

部あったということ。あとは節約に努めたという結果であります。役務費から２７ページ委

託料、使用料等、１５番の工事請負費。これにつきましても諸事業執行等させていただいた

後の不用額を精算させていただいたものであります。原材料費も同様であります。続きまし

て２８ページであります。備品購入費４０万。備品購入の残額、不用額を精算をさせていた

だくものであります。負担金、補助及び交付金。これにつきましても同様であります。非常

勤職員公務災害補償組合負担金。あとは人事交流の負担金。最終的な精算によります不用額

の減額であります。 

  続きまして、目の２、文書広報費でありますが、これにつきましても同様であります。需

用費、役務費、委託料。最終的な不用額を減額とさせていただいたものであります。  

◯総合政策課長（渡部勇夫君） 財産管理費、２８ページの後段から財産管理に関する経常的

なものをここに減額いたしたものでございます。土地購入費が若干、２９４万というふうに

挙がっております。 

  それから総合政策費につきましては、非常勤特別職関係ですが、振興計画審議会委員専門

部会を２６年度中の開催を考えておったわけですが、結果として２７年度に入ってしまいま

したので、２６年度分を減額したという内容でございます。第三セクター経営検討委員会委

員につきましては、年度内に１回開催いたしました。メンバーは公認会計士と中小企業診断

士からなる検討委員会でございます。その後、２７年度に入っても、現在重ねておりますが、

２６年度分としては１回のみでありましたので減額ということになります。以下、職員手当

等、それぞれの項目の事業執行に伴うものでございます。それが３０ページまでいきまして、

負担金、補助及び交付金ではＪＲ只見線全線再開通に向けた事業、当初予算で間に合わなく

て、補正もいただきましたが、結果、１３０万の減。地域づくり交付金４００万ほどの減と

いうことになりました。 

  ユネスコエコパーク推進費では、報償費の減。費用弁償、あとは需用費等につきましても

事業の執行に伴う整備でございます。役務費、委託料と続きまして、それぞれ３１ページの

森林調査。看板作成も一般質問等でございましたが、このような内容となってございます。
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それが１６原材料、１９の負担金、補助金。それぞれ事業執行に伴うものでございます。 

  ブナセンター費につきましては、ブナセンター指導員につきましては２６年度に入って１

名確保できましたが、２６年度中に確保を試みましたが、できませんでしたのでその分減額

いたしました。現在は６月から一人、現在、四国のほうから１名、若い人が入りました。そ

れから社会保険料、賃金、報償費、旅費等につきましては事業執行に伴うもの。３２ページ

も以下同様でございます。ほぼ整理予算でございます。  

◯総務課長（新國元久君） ３３ページであります。情報システム管理費についてご説明を申

し上げます。これにつきましても全体的には年度末までの執行させていただいた分での残余

の額と。それを減額補正させていただいたということになります。需用費であります。消耗

品、修繕費についても年度末までに執行させていただいて不用であったもの、減額をさせて

いただきました。役務費。これにつきましては電柱の共架物の移転。あとはセキュリティソ

フト。こういったものでありますが、これも不用額の精算であります。委託料であります。

１５０万９，０００円ということになっておりますが、様々、保守委託料、ＬＧＷＡＮ保守

委託料、セキュリティソフト、総合行政システム、サーバー機器廃棄とありますが、スポッ

トでの対応の契約と。必要が生じた折にお願いをして保守委託を、修繕等していただくよう

なものもございまして、そういったものでの不用分を減額をさせていただいたものでありま

す。使用料、賃借料につきましては、賃借料等に残余の額が出たものを精算をさせていただ

いております。工事請負費、光ケーブルの支障移転工事。備品購入についても同様でありま

して、年度末までの執行によります不用額の減額をお願いをしてございます。  

◯教育次長（増田 功君） 分庁舎管理費ですけども、ここの施設の、只見振興センターと教

育委員会入っている施設の精算でございます。 

◯只見振興センター長（梁取洋一君） ４節から、４節、共済費、７賃金、８報償費、９旅費、

１１需用費。どれも事業実績による減額です。中でも修繕料、ちょっと多いんですが、これ、

除雪機の修繕を実施しなかった分でちょっと減額が増えています。１２節、役務費、１３節、

委託料も実績精算による減額です。１４、１６節もそうです。１９節ですが、地域づくり交

付金５３万６，０００円。地域づくり特別対策事業交付金。この辺は補助事業の導入の残額

となっております。 

  以上です。 

◯朝日振興センター長（五十嵐一彦君） ３５ページ、下段のほうの朝日振興センター費です。
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報酬から賃金まで、実績に基づきます減額でございます。３６ページ、同じく報償費から補

助金、負担金のほうまで、全てあの、実績に伴います減額となっております。  

◯明和振興センター長（横田雅則君） ３６ページの下段、中段以降でございますけれども、

明和振興センター費でございますけれども、報酬から１９番の負担金、補助金、交付金につ

きましても、最終的な不用額としての減額でございます。 

◯町民生活課長（馬場博美君） 続きまして、３７ページの下段になりますが、交通安全対策

費でございます。報酬から報償費、旅費につきまして、事業等実績によります整理予算とな

ります。裏面、３８ページですが、需用費の中の修繕料につきましてはカーブミラーの修繕

料として取っておりまして、それの残となります。続いて、工事請負費につきましては、防

犯灯設置工事の実施によります不用残ということになります。  

◯総合政策課長（渡部勇夫君） 諸費でございますが、１億３，０７８万７，０００円の増と

なってますが、これは説明欄にございますように、主に公共施設等再生整備基金積立金１億

３，０００万が主なものでございます。 

◯町民生活課長（馬場博美君） 続きまして、３９ページ、総務費の徴税総務費については職

員手当の整理予算となります。賦課徴収費ですが、旅費から委託料、負担金、償還金まで整

理予算となっております。 

  続いて、裏面の４０ページ、戸籍住民基本台帳費ですが、給料、職員手当、旅費、需用費

とも整理予算となりますのでお願いします。 

◯総務課長（新國元久君） ４０ページ、中段の項の４、選挙費であります。目の１、選挙管

理委員会費でありますが、これは選挙管理委員の費用弁償、そして職員の一般旅費等、不用

額を減額させていただくものであります。 

  続きまして、統計調査費であります。統計調査総務費でありますが、これにつきましては、

給料、需用費。不用額の減額で、それぞれ不用額の減額であります。  

  続きまして、４１ページ、目の２、委託統計調査費でありますが、これにつきましては農

林業センサスの調査員の報酬、増額をさせていただいております。年度末までにギリギリ、

調査員の報酬増額が決定をしまして、国の支出金、国県支出金２万７，０００円を受けまし

て一般財源４万６，０００円を加えて支払うということになったものであります。  

  続きまして、項の６、監査委員費であります。これにつきましては、町の監査委員の方々

の経費でありますが、旅費、需用費とも年度末までの執行の残余の額の減額であります。  
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◯保健福祉課長（馬場一義君） 続きまして、４１ページの下段になりますが、社会福祉総務

費であります。事務実績に基づく減額でありますが、超勤手当、増額という形になってござ

います。次のページ、４２ページにまいりまして、こちらも主に減額となっておりますけど

も、扶助費の高齢者の住宅屋根除雪給付が増額。それから繰出金として国保事業会計への繰

出金が増額といった内容でございます。次、老人福祉費でありますが、事務実績、事業実績

に基づいて、トータルで３３４万７，０００円の減額であります。次、４３ページ、障がい

者福祉費。こちらも補正額２１０万円の減額ということで、委託料で一部増額部分はござい

ますが、残り、次の４４ページ・４５ページにかけまして事務実績に伴う増減の補正をお願

いしてございます。それから４５ページ、老人保健費。こちらも事務実績に基づく減額で１

１８万３，０００円の減額です。在宅介護支援センター費６６０万８，０００円であります

が、主に委託料の減額となってございます。次の４６ページ、介護保険費でありますが、２

６０万３，０００円の減額でありまして、事務実績に基づく減額の金額が並んでございます。

４７ページ、社会福祉活動センター費。こちらについても事務実績に基づく４２万１，００

０円の減額でございます。 

民生費の児童福祉、児童福祉総務費でありますが、こちらは事務実績に基づく減額であり

まして、子宝祝金については１８０万円の減額という状況であります。次の４７ページであ

りますが、多子世帯の保育料の減免の補助金は４万７，０００円増額でありますが、残りは

減額という状況であります。母子福祉費。こちらも実績に基づいて減額でございます。只見

保育所費。実績に基づきまして１４１万２，０００円の減額であります。次の４９ページ、

朝日保育所費でありますが、こちらも実績に基づきまして２０１万円の減額となってござい

ます。次の５０ページにまいりまして、明和保育所費でありますが、こちらも実績に基づき

まして各科目、減額をしておりまして、１５０万７，０００円の減額であります。 

５２ページにまいりまして、保健衛生総務費でありますけども、３，０５７万８，０００

円の減額というところで、大きなものとしましては繰出金の国民健康施設特別会計への繰出

金。こちらがトータルで２，３２０万円ほど減額というのが大きなものになってございます。

それから次の５３ページ、予防費にまいりまして、こちらも事務実績、事業実績に基づく減

額になってございます。次の５４ページにまいりまして、こちらも事務実績に基づく減額の

金額というふうになってございます。 

それから、環境衛生費お願いします。 
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◯環境整備課長（酒井惠治君） ５５ページから環境衛生費、５４ページの下段もございます。

事業実績によります精算でございます。よろしくお願いします。  

◯保健福祉課長（馬場一義君） 続いて、５５ページの中段から、保健事業費でありますが、

補正額は１４１万９，０００円の減額ということでありまして、次の５６ページにかけまし

て事務実績に基づいての減額となっております。保健センター費につきましても同様でござ

いまして、２７万８，０００円の減額となっております。  

◯農林振興課長（星 一君） ５６ページ、最下段、農林水産業費であります。農業委員会費、

実績に基づく減額でございます。５７ページに入りまして農業総務費も同様に実績に基づく

減額でございます。農業振興費でございますが、共済費から使用料及び賃借料まで、実績に

基づく減額でございます。最下段の負担金、補助でございますが、産地生産力強化総合支援

事業補助金、金額大きい減額でございますが、県補助の追加要望に備えての予算ということ

でありましたけれども、追加要望ございませんで、歳入も併せましての減額ということでご

ざいます。その他の事業補助金は実績に基づく減額でございます。  

◯観光商工課長（渡部公三君） 続きまして、５８ページ、山村振興費でありますが、補正額、

最終専決１，１３２万９，０００円の減額でございます。それぞれ各科目、事務事業の完了

によります実績でありますが、繰出金で交流特会への繰出し事業費で１４８万１，０００円。

湯ら里の源泉ポンプの修繕のほうに緊急対応いたしました。  

  以上でございます。 

◯農林振興課長（星 一君） 続きまして、中段、畜産業費でございますが、実績に基づく減

額でございます。続いて農地費でございます。こちらにつきましても事務事業実績に基づく

減額でございます。５８ページ、最後の工事請負費でございますが、農村公園の照明設備の

ＬＥＤ化工事の完了に基づく実績の減額となります。５９ページに入りまして、負担金、補

助、土地改良区運営補助金ということで精算による減額となってございます。  

◯環境整備課長（酒井惠治君） 次、繰出金でございますが、集落排水特会の繰出金で、管理

費が若干増になっておりますが、事業費につきましては精算でございます。続きまして、国

土調査費でございますが、精算による整理予算でございます。  

◯農林振興課長（星 一君） ５９ページ、下段でございます。林業総務費。こちらにつきま

しても事務事業の実績に基づく減額となってございます。６０ページにまいりまして、林業

振興費も同様に実績に基づく減額でございます。林道費につきましても同様でございます。  
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  ６０ページ、最下段、水産業費でございます。こちらにつきましても実績に基づく減額と

なってございます。 

◯観光商工課長（渡部公三君） ６１ページの中段から商工費でございますが、まず商工総務

費でありますが、若干、職員の超勤手当のほう不足しました。１２万３，０００円、専決さ

せていただきました。商工振興費でありますが、各科目、実績によります精算でございます

が、１９の負担金、補助金の中で、補助金の誘致企業等除雪費の補助金１２７万９，０００

円増額になってございますが、この豪雪によります８社、８企業への除雪費が不足したとい

うようなことで増額をお願いして専決をさせていただきました。それ以外につきましては実

績によります減額でございます。６２ページでございますが、にわたりましての補助金が同

じ内容でございます。３の観光費でありますが、各科目とも事務事業実績によります精算で

ございます。観光施設費でありますが、これにつきましても精算によりますものでございま

すが、委託料につきましては、若干、指定管理料が、保養センターと公社の部分、４７万８，

０００円ほど増額になってございます。それから公有財産購入費でありますが、土地購入費

ということで、これは土地開発基金から買い戻しをした只見川公園の土地購入部分でござい

ます。ほかにつきましては精算によるものでございます。  

◯環境整備課長（酒井惠治君） 続きまして、６３ページ、土木費でございます。土木総務費

につきましては整理予算でございます。 

  次、道路維持費につきましても整理予算でございます。６４ページにつきましても整理予

算、１３の委託料、町道除雪委託料につきまして増額予算となっておりますが、これは豪雪

に伴います、３月から押し戻し、除排雪、特に押し戻しを早めにやっておりますので増額を

お願いしたものでございます。ほかは整理予算でございます。防雪センター費、道路新設改

良費につきましても事業実績による精算でございます。  

  河川費、住宅管理費につきましても整理予算でございます。６６ページ、住宅管理費でご

ざいますが、これにつきましても整理予算。１７の公有財産購入費につきましては土地開発

基金への買い戻しでございます。補助金につきましても整理予算でございます。  

  最下段の集会施設整備費につきましては財源の振替でございます。よろしくお願いします。 

◯町民生活課長（馬場博美君） 続きまして、消防費の非常備消防総務費でございます。まず

報酬でございますが、団員年俸、出動手当、防災会議委員の報酬の減額でございますが、出

動手当については年度末までの出動関係での実績による減額となっております。職員手当関
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係につきましては、超勤手当分、管理職の特別勤務手当ということで、こちらにつきまして

は警報が発令された場合に、役場のほうに待機していなければなりませんので、そういった

場合の特別勤務手当並びにそれに付随して職員の超勤手当ということで必要があったために

年度末での精算による減額でございます。賃金の現地案内賃金につきましては、現場関係の

現地案内をお願いする時のために計上しておりましたが、年度末まで実績がございませんで

したので１０万円の減額ということになります。報償費については整理予算となります。旅

費についても同様です。需用費についての消耗品７４万円の減額が大きいところですが、こ

ちらについては消防ポンプ操法競技大会並びに防災対策事業関係での整理による減額となっ

ております。燃料費は公用車等の減額です。修繕費のほうですが、１４５万円ほどの減額と

いうことで、こちらは一般の修繕分と防災無線関係の修繕ということで事業実績による減額

となります。１２の役務費関係については防災無線ＬＡＮの通信料の減額分。委託料につき

ましても整理予算です。使用料についても同様です。で、工事請負費につきましては消火栓

の格納箱の設置工事並びに施設の整備工事の不用残ということになっております。備品購入

費については機械器具の実績による残額です。負担金、補助及び交付金につきましても整理

予算となっております。常備消防総務費については財源内訳の振替となっておりますのでお

願いいたします。続いて、水防費になりますが、次ページの６９ページのところまでについ

て、需用費、委託料、使用料及び賃借料については整理予算となりますのでよろしくお願い

します。 

◯教育次長（増田 功君） 教育費の１教育委員会費ですが、事務事業に基づく精算でござい

ます。事務局費、６９ページですが、８８万５，０００円の減額です。職員手当、超過勤務

の増があります。続いて共済費の社会保険料の増もあります。以下は、あとは減額となって

おります。続いて、７０ページ、スクールバス運行費ですが、スクールバス委託料で、スク

ールバス運転業務委託料で１１５万１，０００円の減額になっております。続いて、奥会津

学習センターですが、こちらのほうも委託料の、奥会津学習センター指定管理料の減に伴う、

事務事業の完了に伴う減額となっております。 

続いて、７１ページ、学校管理費ですが、こちらのほうも事務事業の完了に伴う減額でご

ざいます。続いて、２教育振興費も同様でございます。  

続いて、７２ページ、教育費の学校管理費でございますが、学校管理費、続いて教育振興

費につきましては事務事業の完了に伴う精算でございます。  
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続いて、７３ページ、社会教育総務費ですが、こちらのほうも事業完了に伴う減額です。

７３ページ・７４ページと、そういうことになっております。続いて、７４ページの文化財

保護費ですが、こちらのほうも事業完了に伴う精算でございます。続いて、７５ページ、考

古館費ですが、こちらのほうも事業完了に伴う減額でございます。 

続いて、７６ページ、保健体育総務費、体育施設費、給食センター費ともに事業完了に伴

う精算でございます。 

◯環境整備課長（酒井惠治君） 続きまして、７７ページの中段、災害復旧費でございます。

保健衛生施設過年災害復旧。これは水道特会の繰出し分の災害対応分の事業実績によります

精算でございます。 

◯農林振興課長（星 一君） ７７ページの最下段でございます。農地農業用施設現年災害復

旧費でございますが、事業実績に基づく減でございます。７８ページにまいりまして、農地

農業用施設過年災害復旧費でございます。こちらにつきましても３から１２まで、事業実績

に基づく減額でございます。 

◯環境整備課長（酒井惠治君） ７９ページから公共土木、すみません、７８ページの繰出金

でございます。集落排水特別会計の繰出金、２３年災害分の事業実績でございます。  

◯農林振興課長（星 一君） ７８ページ、下段の林道災害復旧費でございます。総額２０５

万９，０００円の減額でございます。事業実績に基づく減額でございます。  

◯環境整備課長（酒井惠治君） ７９ページの上段、公共土木施設災害復旧費、過年災害復旧

費でございますが、人件費の精算、旅費の精算、整理予算でございます。  

◯総合政策課長（渡部勇夫君） ７９ページ、公債費でございますが、それぞれ、長期債の償

還元金、利子、一時借入金利子の実績に伴う減でございます。  

  あと今まで説明させていただきました内容を措置したうえで、予備費１億４，９６１万４，

０００円増額とし、合計で１億５，７８４万４，０００円としたところでございます。  

◯総務課長（新國元久君） ８０ページをご覧いただきたいと思います。給与費明細書であり

ますが、８０ページの給与費明細書、特別職に係る給与費明細、８１ページに一般職に係る

給与費明細を記載をしてございますのでご覧をいただきたいと思います。  

  以上であります。 

◯保健福祉課長（馬場一義君） 続きまして、専決の第５号になります。 

  平成２６年度只見町国民健康保険事業特別会計補正予算の第５号であります。こちらは歳
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入歳出の総額に２，７１８万１，０００円を追加をしまして、総額をそれぞれ５億３，７４

８万７，０００円とする内容で、３月３１日付で専決処分をさせていただいてございます。 

  ページをおめくりいただきまして、７ページからご説明申し上げます。保険税収入でござ

いますけれども、一般被保険者分、それからその下の退職者分につきまして、こちらは実績

に基づきまして金額の精査を行って専決を行わさせていたただいてございます。次の８ペー

ジも同様に実績に基づいて精査をさせていただきました。使用料、手数料については整理予

選でございます。国庫支出金でございますが、こちらも実績に基づいての精算を行っており

ます。次の９ページにまいりまして財政調整交付金でありますが、特別調整交付金が大きく

伸びておりまして、基準の見直しがあったということで予算の乖離が出ましたので３，１０

０万円ほどの増額の予算となってございます。それから療養給付費交付金につきましては整

理予算でございます。県支出金の県財政調整交付金。こちらのほうでは２号財政調整交付金

が最終的に増額で１，４３９万４，０００円の増額で確定をしてございます。次のページ、

１０ページにまいりまして一般会計からの繰入金でありますけども、それぞれの項目に沿っ

てルール通りの繰入を増額をさせていただきました。その一方、基金繰入金としましては１，

２５３万８，０００円の減額というような専決内容となっております。繰越金につきまして

は整理予算でございます。以下、１０ページの下段から１１ページにかけまして整理予算と

して予算の整理を行ってございます。続いて１２ページにつきましても整理予算でございま

す。 

  １３ページ。こちらが歳出になっておりまして、一般管理費につきましては実績に基づい

て減額１７万１，０００円であります。続いて賦課徴収費。こちらも実績に基づいて２万７，

０００円の減額であります。次の１４ページ、納税奨励費。こちらも実績に基づいて減額で

あります。運営協議会費も同様の整理予算でございます。趣旨普及費。１４ページから１５

ページにかけまして、こちらも実績に基づきまして減額の予算を組んでございます。１５ペ

ージの下になりますが、高額療養費。こちらについては一般被保険者分の１２３万５，００

０円の増額。それから退職者分につきましては３２万３，０００円の減額で実績等の調整を

図っております。続いて１６ページにまいりまして、目の３・４でありますが、整理予算と

いう内容であります。続いて移送費の目の１・２につきましても同様に整理予算であります。

１７ページにまいりまして出産育児一時金４２万円増額ということであります。それから後

期高齢者等の負担、支援金、介護納付金、高額医療拠出金については、こちらは整理予算に



- 233 - 

 

なっております。１８ページにまいりまして、こちらも同様でございます。整理の予算とな

っております。財源の振替となっております。それから１８ページ、特定健康診査の事業費

でありますが、実績に基づきまして３７万円の減額になってございます。１９ページ、保健

衛生普及費でありますが、実績に基づきまして８万９，０００円の減額であります。利子も

整理予算であります。次の２０ページにまいりまして、諸支出金の償還金、還付加算金。こ

ちらにつきましては実績に基づいての整理予算となってございます。それから諸支出金の繰

出金。直診勘定繰出金としまして歳入でありました特別調整交付金。こちらを国民健康保険

施設特別会計のほうへ繰出しの予算を組んでおります。予備費について減額で調整をして予

算を、最終専決予算を組まさせていただきました。 

  次の２２ページにつきましては給与費明細ですのでご覧をいただきたいと思います。  

  続きまして、専決第６号 平成２６年度只見町国民健康保険施設特別会計補正予算の第７

号であります。 

まず第１条としまして、歳入歳出の総額からそれぞれ１，９７２万６，０００円を減額を

し、総額をそれぞれ４億１，３０７万６，０００円とする内容で、３月３１日付で専決処分

を行ってございます。 

内容につきましては、まず歳入でありますが、５ページをご覧をいただきたいと思います。

診療収入であります。診療収入につきましては実績に基づいての予算の精査を行っておりま

して、国保分、社会保険分、増額の補正となっております。後期高齢分については減額と。

一部負担金収入、その他診療報酬、標準負担額収入。こちらは増額の補正となっております。

それから次の外来分になりますが、それぞれ主に減額となっておりますが、後期高齢分の増

額、一部負担金の増額、その他分の増額といった内容で精査を行わさせていただきました。

６ページにまいりまして歯科外来収入でありますが、こちらも実績に基づきまして予算との

乖離分を減額、主に減額という形で専決をさせていただきました。その他の診療収入、諸検

査収入でありますが、こちらにつきましては予防接種関係、乳幼児健診関係。こちら増額に

なっておりますので、２５５万６，０００円の補正となっております。次の７ページにまい

りまして使用料。実績に基づいて減額であります。手数料、文書料でありますが、実績に基

づいて１４万７，０００円増額であります。繰入金でありますが、一般会計からの運営費繰

入を２，３００万円減額をしまして、国民健康保険事業の、先ほどの繰出金をこちらで繰入

を行いまして３，９９７万６，０００円の繰入となってございます。そういったこともあり
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まして基金からの繰入金。こちらが２，５１７万２，０００円の減額と、そういう内容にな

ってございます。次の８ページにまいりまして補正額としまして雑入、歳入調整しておりま

す分の雑入も大幅に減額となってございます。 

それから歳出にまいりまして９ページでありますが、一般管理費。トータルで１８５万９，

０００円の実績による減となっております。医師住宅費につきましても実績によりまして８

万７，０００円の減額であります。次の１０ページにまいりまして医科管理費でございます

けれども、こちらについては超勤手当、管理職特別勤務手当、宿日直手当。こちら実績に基

づいて増額という形になってございます。それ以外の科目につきましては実績によりまして

減額、トータルで７１４万３，０００円の減額と、そういう内容でございます。１１ページ、

医科医療用機械器具費。こちらは実績によりまして修繕の委託料、減額をしてございます。

それから目の３・４・５、すみません、３・４・６・７。こちらにつきましても実績により

ましてそれぞれの科目を減額をさせていただきました。目の８、歯科医療用機械器具費。こ

ちらも不用残の整理を行ってございます。次のページ、１２ページにまいりまして歯科技工

費につきましても同様であります。それから給食費も同様に整理予算でございまして、公債

費の利子、諸支出金の還付金につきましても整理予算であります。予備費３７万６，０００

円を増額をして予算の調整をさせていただきました。 

１４ページは給与費明細書となっておりますのでご覧をいただきたいと思います。  

続きまして、専決第７号 平成２６年度只見町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

につきましてご説明申し上げます。 

  歳入歳出予算の総額からそれぞれ１８２万６，０００円を減額をしまして、総額をそれぞ

れ１億３，３０２万円とする内容で専決処分させていただいております。  

  内訳でございますが、５ページをご覧をいただきたいと思います。後期高齢者医療の保険

料でありますが、実績に基づきまして特別徴収分は減額、普通徴収分は増額。トータル、減

額で５１万９，０００円となってございます。それから繰入金。保険基盤安定費の繰入金。

こちら減額。それから一般会計からも減額となっております。諸収入につきましては整理予

算となっております。次、６ページにまいりまして、こちらも実績に基づきまして、それぞ

れの諸収入の科目を整理予算として減額をさせていただいております。  

  ７ページにまいりまして、ここから歳出であります。一般管理費。実績で減額しておりま

す。それから徴収費、滞納処分費。ともに整理予算で減額をさせていただいております。８
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ページ目にまいりまして、後期高齢の広域連合への納付金でありますが、こちらも確定によ

りましてそれぞれの項目に従いまして、トータルで９７万７，０００円の減額予算を組んで

おります。公債費の利子。整理予算でございます。それから諸支出金の保険料の還付金、還

付加算金。次のページ、９ページ、他会計繰出金につきましては整理予算となってございま

す。予備費７４万８，０００円を減額をしまして、ちょうどゼロにして調整を図ったところ

でございます。 

  続きまして、専決第８号 平成２６年度只見町介護保険事業特別会計補正予算の第５号で

ございます。 

  第１条としまして、歳入歳出の総額からそれぞれ６０１万６，０００円を減額して、総額

をそれぞれ６億１，３１０万９，０００円とする内容で、３月３１日付で専決処分をさせて

いただいてございます。 

  内訳につきましては６ページをご覧いただきたいと思います。６ページ、歳入であります。

介護保険料の１号被保険者の保険料。こちら、実績によりまして５０万１，０００円の増額

となっております。それから国庫支出金の調整交付金。現年度分の交付金の確定によりまし

て３８６万７０００円の増額となっております。それから繰入金、一般会計からの繰入でご

ざいますが、それぞれの項目、ルールに従いまして精算をしました結果、減額ないしは増額

といった形で、トータルで１４１万５，０００円の減額の繰入となっております。それから

基金繰入金でありますが、介護給付費の準備基金繰入金。こちら８９１万９，０００円の減

額で最終専決を組んでございます。雑入につきましては整理予算であります。  

  次の８ページにまいりまして歳出でありますが、一般管理費。整理予算であります。それ

から指定調査等費。こちらも整理予算でございます。それからその下は財源の振替でござい

ます。保険給付費にまいりまして、こちらもサービス所費の実績に基づいて、それぞれの目、

８ページから９ページにかけましての各サービス費目に従いまして整理予算として減額をし

てございます。続いて１０ページも同様でございます。こちらは介護予防のサービスであり

ますが、予算に対して実績が少なかった部分、整理をさせていただきまして、ここの項の補

正としましては１０５万２，０００円の減額という内容であります。１１ページにまいりま

して審査支払手数料、実績に基づきまして減額をしてございます。それから高額介護サービ

ス費、予防分。こちらも実績によりまして減額をしてございます。１１ページの一番下につ

きましては財源振替を行っております。１２ページにまいりまして、こちら特定入所者の介
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護サービス等費でありますが、目１・２・３・４。それぞれ補正額で減額、それから財源内

訳の補正を行っております。財政安定化基金拠出費。こちらは整理予算であります。次の１

３ページにまいりまして介護予防事業関係でありますが、二次予防事業費。こちらは実績に

基づきまして１００万４，０００円減額であります。一次予防事業費も同様に整理予算で減

額となっております。１４ページにまいりまして、包括的支援事業、任意事業費の目の１介

護予防ケアマネジメント事業費から５の任意事業費まで整理予算となっております。公債費

の利子。こちらも実績ございませんのでゼロという内容であります。諸支出金の１号被保険

者保険料の還付金。こちらも実績に基づきまして予算は減額となっております。次のページ、

１６ページにまいりまして繰出金。それぞれ調整を図りましてトータルでゼロということで

整理してございます。その下、特定入所者の介護サービス等費。こちらも整理予算でありま

す。最終的に予備費３９７万８，０００円の増額で予算の調整を図ったところであります。  

１７ページは給与費明細でございますので、ご覧をいただきたいと思います。  

続きまして、専決第９号 平成２６年度只見町介護老人保健施設特別会計補正予算の第３

号でございます。 

こちらは第１条としまして、歳入歳出の総額からそれぞれ５１６万円を減額をしまして、

総額をそれぞれ２億４，６７８万２，０００円とする内容で専決処分を行っております。  

内容でございますが、５ページが歳入となっております。サービス収入のうち介護給付費

収入でありますが、実績に基づいて予算等の調整を図りまして、居宅介護分で８万円増額、

施設介護分で１１５万５，０００円の減額という形で整理を行っております。その下、自己

負担金収入１７万３，０００円の減額という内容でございます。それから使用料としまして

施設の使用料。入所者、通所者共に減額で整理を行っております。次の６ページにまいりま

して基金繰入金でありますが、こちらは介護老人保健施設の運営基金の繰入を減額。そして

自然首都・只見応援基金の基金からの繰入を減額をして３１０万円ほど減額であります。諸

収入につきましては実績に合わせまして１万２，０００円の増額となっております。  

７ページ、歳出であります。一般管理費につきましては補正額５９２万１，０００円の減

額となっておりまして、大きなものとしましては介護老人保健施設の運営管理委託料。こち

らが減額となっております。それから施設整備費でございますが、こちらは実績に基づいて

減額で整理を行っております。８ページにまいりまして基金積立金。運営基金への積立金で

ありますが、４６０万７，０００円の積立増の予算を組んでおります。公債費でありますが、
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一時借入分の利子の減額を行っております。還付金については整理予算でございます。予備

費、予算全額の補正減ということでゼロで調整を図っております。 

続きまして、専決の第１０号 平成２６年度只見町訪問看護ステーション特別会計補正予

算の第３号でございます。 

  第１条としまして、歳入歳出予算の総額からそれぞれ５４万２，０００円を減額しまして、

総額をそれぞれ１，３４５万８，０００円とする内容で、３月３１日付で専決処分を行って

おります。 

  内訳でございますが、５ページをご覧いただきたいと思います。歳入の訪問看護療養費。

目の１、療養報酬収入。こちらが１０万１，０００円の減額で調整をいたしております。そ

の他分については整理でございます。それと見合いになりますが、繰入金。一般会計からの

繰入、それから国保施設からの繰入。共に減額という内容で調整を図りまして諸収入の減額

も整理をしてございます。 

  ６ページ、歳出でありますが、一般管理費。補正額２２万５，０００円の減額ということ

で、実績に基づいて減額となってございます。７ページにまいりまして訪問看護事業費、訪

問看護ステーション費でありますが、こちらもそれぞれの科目、実績に基づいて整理を行っ

ております。公債費の利子につきましては整理予算であります。予備費２４万減額をして、

予備費ゼロ円になるように調整を図って予算を組んでおります。 

  ８ページにまいりまして、こちらは給与費明細書でありますのでご覧をいただければと思

います。 

  続きまして、専決第１１号 平成２６年度只見町地域包括支援センター特別会計補正予算

の第２号でございます。 

  第１条としまして、歳入歳出予算の総額からそれぞれ３７万５，０００円を減額をして、

総額をそれぞれ９６２万５，０００円とする内容で、３月３１日付で専決処分を行っており

ます。 

  内容でございますが、５ページをご覧いただきたいと思います。５ページ、歳入でありま

すが、居宅介護予防サービス費の収入として、予算に対しまして１７万６，０００円の増額

をして予算を組まさせていただきました。それから繰入金。一般会計からの繰入を３８万３，

０００円減額をしております。それとの調整もありまして雑入を１６万８，０００円の減額

という内容で歳入を組んでおります。 
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  次のページ、６ページにまいりまして歳出でありますが、居宅介護予防サービス事業費。

こちら各費目減額ということで３３万９，０００円の減額であります。公債費の利子であり

ますが、こちら実績ございませんので予算額ゼロに調整してございます。予備費、補正後ゼ

ロ円になるように調整を図ったうえで歳入歳出予算を組んでおります。 

  ８ページは給与費明細書でありますのでご覧をいただきたいと思います。  

◯環境整備課長（酒井惠治君） 続きまして、専決第１２号でございます。 

  平成２６年度只見町簡易水道特別会計補正予算（第７号）につきまして説明をいたします。  

  第１条としまして、歳入歳出の総額から歳入歳出それぞれ６７７万９，０００円を減額し、

歳入歳出それぞれ１億８，３７７万３，０００円とする内容でございます。３月３１日付で

専決をさせていただきました。 

  次、５ページの歳入をご覧ください。水道加入分担金、使用料、手数料、給水工事収入で

ございますが、実績による精算でございます。次、６ページ、繰入金、他会計からの繰入金

でございますが、これも事業実績による減額の精算でございます。繰越金、諸収入、延滞金、

加算金、雑入につきましてもそれぞれ精算でございます。  

  ７ページの歳出でございます。水道総務費につきましても人件費等の精算、需用費の精算

でございます。維持費につきましても施設管理費の精算によります減額予算でございます。

次、８ページにつきましても事業完了による減額精算でございます。次の設備整備費につき

ましても事業の完了でございます。公債費につきましても精算でございます。予備費１４０

万４，０００円を減額させていただきまして調整をいたしました。  

  １０ページからは給与費明細等でございますのでご覧ください。  

  以上、よろしくお願いします。 

◯観光商工課長（渡部公三君） 続きまして、専決第１３号であります。 

  平成２６年度只見町観光施設事業特別会計補正予算（第３号）ご説明申し上げます。  

  第１条として、既定の歳入歳出予算総額からそれぞれ１０２万８，０００円を減額して、

総額を５，５０８万７，０００円とする内容のものでございます。２７年３月３１日付、専

決でございます。 

  ページをめくっていただきまして、５ページをご覧ください。歳入でございますが、それ

ぞれ一般会計からの繰入を補正で、専決で６９万３，０００円を専決をさせていただきまし

て、下の雑入につきましても実績に合わせて整理をしてございます。  
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  ６ページでございますが、歳出でございます。まず只見スキー場の管理費でありますが、

総額で４６万８，０００円の減額でございます。スキー場にかかるそれぞれの大会経費。そ

れから修繕、保険。それから委託料、工事請負。それぞれにつきまして事務事業実績により

ます精算でございます。続きまして、保養センター管理費でありますが、トータル２２万５，

０００円の減額でございます。保養センターにかかります修繕、保険、委託料。それぞれに

完了をしました実績に基づくものでございます。７ページでございますが、公債費につきま

しては５万を一時借入利子、実績に合わせまして減額をし、予備費２８万５，０００円を減

額しまして補正予算を組ませていただいております。 

  よろしくお願いいたします。 

  続きまして、専決第１４号 平成２６年度只見町交流施設特別会計補正予算の第３号でご

ざいます。 

  第１条としまして、既定の歳入歳出予算総額それぞれ１１万８，０００円を追加します。

総額を歳入歳出それぞれ９，１４６万５，０００円とする内容のものでございます。また、

繰越明許費の補正でございますが、第２条としまして繰越明許費の変更を第２表によって補

正をさせていただいております。 

  ３ページをご覧ください。第２表の繰越明許費の補正でございますが、マイマイガ対策事

業の繰越額を８８４万６，０００円から１，０１７万４，０００円に変更するものでござい

ます。 

  続きまして６ページをご覧いただきたいと思います。６ページの歳入でございますが、一

般会計繰入の額を確定をし、専決し、繰越金、それから雑入をそれぞれ実績に合わせてござ

います。 

  それから７ページでありますが、歳出予算でございます。交流施設費の総務管理費であり

ますが、交流促進センターにかかります役務費、保険料でありますが、それから委託料、修

繕、需用費につきまして実績によりますものでございます。尚、修繕の１３９万３，０００

円につきましては先ほどの補正予算でもお願いしました３月時に源泉ポンプを緊急的に修繕

したものの対応のものでございます。続きまして、公債費、予備費。それぞれ実績に合わせ

まして、失礼しました、公債費は実績に合わせます。予備費９万５，０００円を減額しまし

ての専決補正を組ませていただきました。 

  以上でございます。 
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◯環境整備課長（酒井惠治君） 続きまして、専決第１５号 平成２６年度只見町集落排水事

業特別会計補正予算（第５号）でございます。 

  第１条としまして、歳入歳出予算の総額からそれぞれ歳入歳出５３９万１，０００円を減

額し、歳入歳出をそれぞれ３億１，２６１万８，０００円としたものでございます。３月３

１日付で専決をさせていただきました。 

  ５ページの歳入をご覧ください。分担金、使用料につきましては実績による増でございま

す。財産収入、繰入金につきましては精算でございます。６ページ、繰入金、雑入につきま

しては実績による精算でございます。 

  ７ページ、歳出。総務管理費につきましても精算による減額予算でございます。施設管理

費につきましても施設管理の完了による精算でございます。８ページ、施設整備費につきま

しては事業完了による精算分でございます。公債費につきましては精算でございます。予備

費８３万３，０００円を減額をしまして調整をさせていただきました。  

  ９ページにつきましては給与費明細書でございます。よろしくお願いします。  

◯議長（齋藤邦夫君） ただ今、説明が終わりました。 

  これをもって専決第１号から第１５号までは報告済みといたします。  

 

◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎平成２６年度只見町繰越明許費繰越計算書（一般会計）  

◯議長（齋藤邦夫君） 続いて、日程第１９、報告第２号 平成２６年度只見町繰越明許費繰

越計算書（一般会計）を議題といたします。 

  議案の説明を求めます。 

  総合政策課長。 

◯総合政策課長（渡部勇夫君） 続きまして、報告第２号 平成２６年度只見町繰越明許費繰

越計算書、一般会計分でございます。 

  これは左側に予算の款・項が書かれてまして、事業名、金額、今回のテーマであります翌

年度繰越額。そして、その財源内訳、既収入特定財源と未収入特定財源。そして一般財源と

いう順序で記載してございます。 

  まず役場庁舎の新築事業につきましては、翌年度繰越額が３，９８１万９，０００円で一
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般財源というように見ていただきまして、多くの項目がございます。それぞれ総務管理費か

ら社会福祉費、児童福祉費、農業費、林業費ということで一覧表になっておりまして、裏側、

２ページという表記ございますが、商工費以下、それぞれ地域活性化・地域住民生活等緊急

支援事業等からそれぞれありまして、マイマイガ対策、道路補修関係と、あとは社会教育で

は民具の展示・収蔵整備事業、災害復旧というふうに同様の書き方でなっております。３ペ

ージが災害復旧。ここまでが繰越明許の部分でございまして、８億７，１３３万５，０００

円でございます。で、翌年度繰越額、２７年度への繰越額といたしましては５億６０１万１，

０００円というふうに多額になってございます。このうち一般財源が１億９，２４０万６，

０００円という一覧表の内容でございます。 

◯議長（齋藤邦夫君） これをもって、報告第２号 平成２６年度只見町繰越明許費繰越計算

書（一般会計）は報告済みといたします。 

 

◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎平成２６年度只見町繰越明許費繰越計算書（交流施設特別会計） 

◯議長（齋藤邦夫君） 続いて、日程第２０、報告第３号 平成２６年度只見町繰越明許費繰

越計算書（交流施設特別会計）を議題といたします。 

  議案の説明を求めます。 

観光商工課長。 

◯観光商工課長（渡部公三君） それではあの、交流施設特別会計、報告第３号でありますが、

繰越計算書の内容を説明申し上げます。 

  まず１点目は、木質バイオマス施設整備事業でございますが、本年度に繰り越す金額１，

４００万円でございます。続きまして、マイマイガ対策事業でありますが、これはＬＥＤ化

のものでございますが、２７年度へ繰り越す額が１，０１７万４，０００円。合計で２，４

１７万４，０００円を２７年度へ繰り越す内容のものでございます。  

  以上です。 

◯議長（齋藤邦夫君） これをもって、報告第３号 平成２６年度只見町繰越明許費繰越計算

書（交流施設特別会計）は報告済みといたします。 
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◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎平成２６年度只見町事故繰越し繰越計算書（一般会計）  

◯議長（齋藤邦夫君） 日程第２１、報告第４号 平成２６年度只見町事故繰越し繰越計算書

（一般会計）を議題とします。 

  議案の説明を求めます。 

  総合政策課長。 

◯総合政策課長（渡部勇夫君） 続きまして、報告第４号 平成２６年度只見町事故繰越し繰

越計算書、一般会計について説明いたします。 

  これもあの、表の並びとしては繰越明許の表と同様でございますが、繰越明許費で翌年度

に繰り越して事業の執行に努めるわけでございますが、どうしても、この右側の説明欄にご

ざいます事情によりまして、繰越明許期間内、２ヶ年での事業が完了できなかったという事

業につきまして、３年目に事故繰越しという形でその事業の取り組みをするという内容の表

になってございます。これは小規模介護施設、いわゆる只見ホームのサテライト分でござい

ますが、これが１億７，２８５万９，０００円余り繰越してございます。この理由につきま

しては、ここにございますような理由、説明欄にございます理由でございます。以下、農業

費関係の圃場整備。定住促進団地、集会施設。こういった雪の関係とか、用地、地権者との

関係、様々ございます。それから林道、過年災、公共土木。それから裏側にきますが、災害

復旧で、情報通信基盤で通信事業社との関係。理由は様々ございますが、それぞれ右側の説

明欄に記載させていただいた理由により事故繰越しとして事業に取り組むという内容でござ

います。その繰越額の翌年度繰越額といたしましては４億７，８７０万２，７２５円。この

うち一般財源が１，１０２万８，２４１円となってございます。  

◯議長（齋藤邦夫君） これをもって、報告第４号 平成２６年度只見町事故繰越し繰越計算

書（一般会計）は報告済みとします。 

 

◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎散会の宣告 

◯議長（齋藤邦夫君） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 
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  上着を着用してください。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  どうもご苦労様でした。 

（午後４時４０分） 
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